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国
立
公
文
書
館
（
内
閣
文
庫
）
所
蔵
『
頼
政
記
』
は
、
高
橋
伸
幸
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た（
１

）、
読
み
本
系
『
平
家
物
語
』
を
用
い
た
写

本
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
十
二
巻
本
で
は
巻
四
の
後
半
部
に
あ
た
る
。
以
仁
王
の
乱
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
昔
、
登
乗
と
い
う
人
相

見
が
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
話
か
ら
始
ま
り
、
末
尾
は
以
仁
王
に
加
担
し
た
三
井
寺
と
南
都
の
僧
を
召
禁
す
る
と
い
う
記
事
で
終
わ
る
。

氏
は
『
頼
政
記
』
が
読
み
本
系
（
増
補
系
）
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
現
存
読
み
本
系
諸
本
（
四
部
合
戦
状
本
・
源
平
盛
衰
記
・
延
慶
本
）

と
対
照
し
な
が
ら
翻
刻
を
行
っ
た
。
な
お
、
長
門
本
に
は
該
当
部
分
が
な
い
。
後
に
、
松
尾
葦
江
氏
は
高
橋
氏
の
翻
刻
の
若
干
の
誤
植
を

訂
し
、
諸
本
と
の
校
異
を
付
し
て
再
翻
刻
を
行
っ
た（
２

）。

　

本
文
・
内
容
に
つ
い
て
は
、
早
川
厚
一
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が（
３

）、
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
、
拙
稿
「『
頼
政
記
』

考
│
│
源
平
盛
衰
記
を
遡
る
本
文
と
し
て
、
教
戒
の
書
と
し
て
│
│
」
で
考
察
を
加
え（
４

）、『
頼
政
記
』
の
親
本
は
盛
衰
記
を
遡
る
本
文
で

あ
る
こ
と
、
若
干
の
本
文
改
変
・
増
補
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
教
戒
の
書
と
し
て
『
平
家
物
語
』
を
受
容
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
但
し
、
本
文
の
詳
細
な
引
用
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
で
き
な
か
っ
た
。

『
頼
政
記
』
翻
刻
（
附　

源
平
盛
衰
記
・
延
慶
本
対
照
）

櫻

井

陽

子

【
資
料
紹
介
】
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近
年
で
は
、
国
立
公
文
書
館
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
に
よ
り
、
本
文
の
閲
覧
も
容
易
に
は
な
っ
た
が
、
諸
本
を
見
比
べ
る
た
め
に

は
、
高
橋
氏
の
諸
本
対
照
表
が
至
便
で
あ
る
。
た
だ
、
入
手
し
が
た
く
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
改
め
て
本
文
を
翻
刻
し
、
諸
本
対
照
を
行

う
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
氏
は
四
部
合
戦
状
本
も
併
せ
て
対
照
表
を
作
成
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、『
頼
政
記
』、
盛
衰

記
、
延
慶
本
の
三
本
を
対
照
し
た
。
拙
稿
で
は
四
部
本
も
併
せ
て
考
察
を
し
、
ま
た
、
内
容
を
項
目
毎
に
記
し
た
表
で
は
四
部
本
も
併
載

し
て
い
る
の
で
、
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

　
『
頼
政
記
』
の
本
文
表
記
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
だ
が
、
後
半
に
、
ほ
ぼ
一
丁
分
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
表
記
部
分
が
あ
る
。
親
本
の

段
階
で
底
本
を
変
更
し
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
内
容
の
連
続
性
に
違
和
感
は
な
い
。

　

ま
た
、
和
歌
・
連
歌
以
外
は
続
け
書
き
さ
れ
て
い
る
が
、
改
行
が
五
ヶ
所
あ
る
。
改
行
の
理
由
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は

「（
改
行
）」
と
し
て
そ
の
箇
所
を
示
す
に
留
め
た
。

注（
１

） 

高
橋
伸
幸
「
内
閣
文
庫
所
蔵 

増
補
系
平
家
物
語
零
本
に
就
き
て
の
研
究
〈
本
文
篇
〉」（「
札
幌
大
学
教
養
部
・
女
子
短
期
大
学
部
紀
要
」
十
九
号
、

一
九
八
一
年
九
月
）

（
２

） 

松
尾
葦
江
『
軍
記
物
語
論
究
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
六
月
）
資
料
２

（
３

） 

早
川
厚
一
「『
頼
政
記
』
の
成
立
│
『
平
家
物
語
』
諸
本
と
の
関
係
│
」（「
名
古
屋
学
院
大
学
論
集　

言
語
・
文
化
篇
」
二
十
巻
二
号
、
二
〇
〇

九
年
三
月
）

（
４

） 

延
慶
本
注
釈
の
会
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈　

別
巻
』（
汲
古
書
院 
二
〇
二
一
年
十
二
月
）
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凡
例一　

内
閣
文
庫
蔵
『
頼
政
記
』（
袋
綴
じ
冊
子
本
。
墨
付
二
十
三
丁
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
表
記
、
一
面
九
行
）
の
翻
刻
を
上
段
に
行
う
。

そ
の
本
文
の
質
を
理
解
す
る
た
め
に
、
源
平
盛
衰
記
巻
十
五
・
十
六
、
延
慶
本
平
家
物
語
第
二
中
（
巻
四
）
の
該
当
部
分
を
、
中
段
・

下
段
に
引
用
す
る
。

一　

本
文
は
通
行
の
表
記
を
用
い
、
誤
写
・
誤
字
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
右
傍
に
訂
正
を
施
し
、
句
読
点
、
括
弧
等
を
私
意
に
よ
っ
て

附
し
た
。
盛
衰
記
は
『
源
平
盛
衰
記
』（
底
本
は
古
活
字
版　

三
弥
井
書
店
）、
延
慶
本
は
『
校
訂
延
慶
本
平
家
物
語
』（
汲
古
書
院
）

に
拠
る
。
句
読
点
・
括
弧
等
は
底
本
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一　

対
照
の
便
の
た
め
に
、『
頼
政
記
』
を
中
心
に
、
三
本
の
本
文
を
適
宜
改
行
し
た
。

一　
『
頼
政
記
』
が
改
行
を
施
し
て
い
る
箇
所
に
は
、「（
改
行
）」
と
示
し
た
。

一　

盛
衰
記
は
目
録
名
を
、
延
慶
本
は
章
段
名
を
、

 

で
示
し
た
。

一　

１

〜
10
、
①
〜
⑥
、
破
線
は
内
容
に
よ
っ
て
区
切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
Ａ
〜
Ｍ
は
評
言
部
分
、
ⓐ
〜
ⓓ
は
和
歌
・
連
歌
に
附
し
た

番
号
で
、
拙
稿
の
表
に
対
応
し
て
い
る
。

一　

盛
衰
記
・
延
慶
本
の
本
文
の
う
ち
、『
頼
政
記
』
に
な
い
部
分
は
、（　

）
に
内
容
を
紹
介
し
て
、
本
文
を
省
略
し
た
。
な
お
、
７

の
延
慶
本
は
、
一
方
系
の
混
態
部
分
と
独
自
増
補
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
省
略
し
た
。
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延　

慶　

本　
　

第
二
中
（
巻
四
）

廿
三　

大
将
ノ
子
息
三
位
ニ
叙
ル
事

大
将
ノ
子
息
侍
従
清
宗
、
今
年
十
二
ニ
成
給
ヘ
ル

ガ
、
三
位
シ
テ
三
位
中
将
ト
申
ス
。
二
階
ノ
賞
ニ

預
給
フ
間
、
叔
父
蔵
人
頭
ニ
居
給
ヘ
ル
重
衡
卿
ヨ

リ
初
テ
、
若
干
人
々
越
ラ
レ
給
ニ
ケ
リ
。
宗
盛
卿

ハ
、
此
人
ノ
程
ニ
テ
ハ
、
兵
衛
佐
ニ
テ
コ
ソ
オ
ハ

セ
シ
ニ
、
是
ハ
上
達
部
ニ
至
リ
給
コ
ソ
、
世
ヲ
執

給
ヘ
ル
人
ノ
御
子
ト
云
ナ
ガ
ラ
、
一
早
ク
オ
ソ
ロ

シ
ケ
レ
。「
一
ノ
人
ノ
嫡
子
ナ
ド
コ
ソ
加
様
ノ
昇

進
ハ
シ
給
ヘ
」
ト
、
時
ノ
人
傾
キ
ア
ヘ
リ
。

「
父
前
右
大
将
ノ
、
源
以
光
高
倉
宮

幷
頼
政
法
師
已
下
、

追
討
ノ
賞
」
ト
ゾ
聞
書
ニ
ハ
有
ケ
ル
。
皇
子
ニ
ハ

オ
ハ
シ
マ
サ
ズ
ト
云
ナ
シ
テ
、
源
以
光
ト
号
シ
奉

ル
。
正
キ
法
皇
ノ
御
子
ゾ
カ
シ
。
凡
人
ニ
サ
ヘ
成

シ
奉
ル
コ
ソ
心
憂
ケ
レ
。

Ａ　

頼
政
ハ
ユ
ヽ
シ
ク
申
シ
カ
ド
モ
、
遠
国
マ
デ

ハ
云
ニ
不
レ

及
、
近
国
ノ
者
モ
忩
ギ
打
上
モ
ナ
シ
。

語
ツ
ル
山
門
ノ
大
衆
サ
ヘ
心
替
シ
テ
シ
カ
バ
、
云

甲
斐
ナ
シ
。

　
　

源
平
盛
衰
記　
　

巻
十
五
・
十
六

巻
十
五　

南
都
騒
動
始

又
右
大
将
宗
盛
子
息
侍
従
清
宗
ハ
、
三
位
シ
テ
三

位
侍
従
ト
云
。
今
年
十
二
ニ
成
給
フ
。
二
階
賞
預

給
ケ
ル
間
、
叔
父
ノ
蔵
人
頭
ニ
テ
御
座
ス
ル
重
衡

ヨ
リ
始
テ
、
多
ノ
人
ヲ
越
給
ケ
リ
。
宗
盛
卿
ハ
此

年
ノ
程
マ
デ
ハ
、
兵
衛
佐
ニ
テ
コ
ソ
御
坐
シ
ニ
、

是
ハ
上
達
部
ニ
至
リ
給
ヘ
リ
。
世
ヲ
ト
ル
人
ノ
子

ト
云
ナ
ガ
ラ
、
一
ハ
ヤ
ク
ゾ
覚
エ
シ
。「
一
人
ノ

嫡
子
ナ
ド
コ
ソ
加
様
ノ
昇
進
ハ
シ
給
ヘ
」
ト
、
時

ノ
人
傾
申
ケ
リ
。

聞
書
ニ
ハ
、「
父
前
右
大
将
ノ
、
源
以
光
幷
頼
政

法
師
已
下
、
追
討
ノ
賞
」
ト
ゾ
有
ケ
ル
。
源
以
光

ト
ハ
高
倉
宮
ノ
御
事
也
。
法
皇
ノ
王
子
ニ
テ
御
座

サ
ズ
ト
云
成
シ
テ
、
源
ノ
性
ヲ
奉
リ
、
凡
人
ニ
サ

ヘ
奉
レ

成
事
、
浅
間
シ
ト
モ
云
計
ナ
シ
。

相
形

Ｂ　
「
抑
、
相
者
洽
浩
二

五
天
之
雲
一、
洪
携
二

九
州

之
風
一。
五
行
結
レ

気
、
成
レ

膚
成
レ

形
。
四
相
禀
レ

運
、

保
レ

寿
保
レ

神
。
依
レ

之
、
月
氏
映
レ

光
、
教
主
釈
尊

　
　

頼　

政　

記

１Ｂ　
「
抑
、
相
者
洽
浩
五
天
之
雲
、
洪
携
九
洲

之
風
。
五
行
結
気
、
成
膚
成
形
。
四
相
稟
運
、

保
寿
保
神
。
月
氏
映
光
、
教
主
釈
尊
屢
応
其
言
、
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登
乗
ト
申
相
人
ア
リ
。「
帥
ノ
内
大
臣
ハ
通
隆
卿
子

伊
周
公

流
罪
ノ
相
ヲ
ハ
シ
マ
ス
。
宇
治
殿
・
二
条
殿
、
二

所
ナ
ガ
ラ
御
命
ハ
八
十
、
共
ニ
三
代
ノ
関
白
」
ト

奉
レ

相
タ
リ
シ
ハ
タ
ガ
ハ
ザ
リ
ケ
ル
者
ヲ
。

Ｃ　

此
少
納
言
モ
目
出
キ
相
人
ト
コ
ソ
聞
エ
シ
ニ
、

「
悪
ク
奉
レ

相
タ
リ
ケ
ル
」
ト
ゾ
人
申
ケ
ル
。

聖
徳
太
子
ノ
、
崇
峻
天
皇
ヲ
、「
横
死
ノ
相
ヲ
ハ

シ
マ
ス
」
ト
申
サ
セ
給
ケ
ル
モ
、
馬
子
ノ
大
臣
ニ

被
レ

殺
給
。

粟
田
ノ
関
白
不
レ

例
ヲ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
、
小
野
宮
右

大
臣
実
資
ヲ
ハ
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
御
簾
ゴ
シ
ニ
見

参
シ
給
テ
、「
久
ク
世
ヲ
可
ニ

納
給
一

」
之
由
、
粟

田
殿
被
レ

仰
ケ
ル
ニ
、
風
ノ
御
簾
ヲ
吹
上
タ
リ
ケ

ル
ニ
見
タ
テ
マ
ツ
リ
給
ケ
レ
バ
、「
只
今
失
給
ベ

キ
人
」
ト
見
給
ケ
ル
ニ
、
程
ナ
ク
隠
給
ニ
ケ
リ
。

屢
応
二

其
言
一、
日
域
伝
レ

景
、
太
子
上
宮
、
剰
顕
二

其
証
一。
一
行
禅
師
者
、
漢
家
三
密
之
大
祖
、
円
輪

満
月
床
傍
、
審
二

一
百
二
十
之
篇
章
一、
延
昌
僧
正
者
、

我
朝
一
宗
之
先
賢
、
界
如
三
千
之
窓
内
、
省
二

七

十
余
家
之
施
設
一。
内
外
共
厲
二

此
術
一、
凡
聖
同
弘
二

斯
業
一。
ナ
ジ
カ
ハ
違
ベ
キ
。

サ
レ
バ
昔
、
登
乗
ト
申
相
人
ア
リ
キ
。
帥
内
大
臣

伊
周
ヲ
バ
、『
流
罪
相
御
坐
』
ト
相
タ
リ
ケ
ル
ガ
、

彼
伊
周
公
ノ
類
ナ
ク
通
給
ケ
ル
女
房
ノ
許
ヘ
、
寛

平
法
皇
ノ
忍
テ
御
幸
成
ケ
ル
ヲ
、
驚
シ
進
セ
ン
ト

テ
、
蟇
目
ヲ
似
テ
射
奉
リ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
被
二

流

罪
一

給
ヘ
リ
。
又
太
政
大
臣
頼
通
宇
治
殿
・
太
政
大

臣
教
通
大
二
条
殿
、『
二
所
ナ
ガ
ラ
御
命
八
十
、
共

ニ
三
代
ノ
関
白
』
ト
相
シ
奉
タ
リ
ケ
ル
モ
、
少
モ

不
レ

違
ケ
リ
。

又
聖
徳
太
子
ハ
、
御
叔
父
崇
峻
天
皇
ヲ
、『
横
死

ニ
合
給
ベ
キ
御
相
御
座
』
ト
仰
ケ
ル
ニ
、
馬
子
ノ

大
臣
ニ
被
レ

殺
給
ケ
リ
。
又
太
政
大
臣
兼
家
東
三
条

殿
四
男
ニ
、
粟
田
関
白
道
兼
ノ
不
例
ノ
事
オ
ハ
シ

ケ
ル
ニ
、
小
野
宮
ノ
太
政
大
臣
実
頼
、
御
訪
ニ
御

座
タ
リ
ケ
レ
バ
、
御
簾
越
ニ
見
参
シ
給
テ
、
久
世

ヲ
治
給
ベ
キ
由
被
レ

仰
ケ
ル
ニ
、
風
ノ
御
簾
ヲ
吹

揚
タ
リ
ケ
ル
間
ヨ
リ
奉
レ

見
給
テ
、『
只
今
失
給
ベ

キ
人
』
ト
被
レ

仰
タ
リ
ケ
ル
モ
不
レ

違
ケ
リ
。

日
域
伝
景
、
太
子
上
宮
、
剰
顕
厥
証
。
一
行
禅

師
者
、
漢
家
三
蜜
之
大
祖
也
。
円
輪
満
月
床
傍
、

審
一
百
廿
之
篇
章
、
延
昌
僧
正
者
、
我
朝
一
宗

之
先
賢
也
。
男﹇
界
如
カ
﹈女三
千
之
窓
内
、
省
七
十
余
家

之
施
設
。
内
外
共
僟
﹇
厲
カ
﹈此
術
、
凡
聖
同
ク
弘
斯
業
。

サ
レ
ハ
昔
、
登
乗
ト
申
相
人
ア
リ
キ
。
帥
内
大

臣
伊
周
ヲ
ハ
流
罪
ノ
相
御
坐
ス
、
頼
通
宇
治

殿
・
教
通
二
条
殿
二
所
ナ
カ
ラ
御
命
八
十
、
共
ニ
三

代
ノ
関
白
ト
相
シ
奉
リ
タ
リ
ケ
ル
モ
、
少
シ
モ
不

違
ケ
リ
。

又
聖
徳
太
子
ハ
、
崇
峻
天
皇
ヲ
、『
横
死
ノ
相
御

坐
ス
』
ト
申
サ
セ
給
ケ
ル
ニ
、
馬ム
マ

子コ
ノ

大
臣
ニ
被

殺
給
ケ
リ
。

太
政
大
臣
兼
家
ノ
四
男
ニ
粟
田
関
白
道
隆〔
兼
〕ノ
不

例
ヲ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
、
小
野
宮
右
大
臣
実
頼
ノ
ヲ

ハ
シ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
御
簾
コ
シ
ニ
物
語
シ
給
テ
、

久
ク
代
ヲ
治
メ
給
ヘ
キ
ヨ
シ
被
仰
ケ
ル
ニ
、
風

ノ
御
簾
ヲ
吹
ア
ケ
タ
リ
ケ
ル
ヒ
マ
ヨ
リ
見
奉
リ

給
テ
、『
只
今
可
失
給
人
』
ト
被
仰
タ
リ
ケ
ル
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御
堂
ノ
右
馬
頭
顕
信
ヲ
、「
斎
院（
信
カ
）ノ
民
部
卿
、
聟

ニ
取
給
ヘ
」
ト
人
々
申
ケ
レ
バ
、「
只
今
出
家
ヲ

シ
テ
ム
ズ
ル
人
ヲ
バ
、
イ
カ
ヾ
」
ト
被
レ

申
ケ
ル

程
ニ
、
即
出
家
シ
給
ニ
ケ
リ
。

六
条
ノ
右
大
臣
、
白
河
院
ヲ
、「
御
命
ハ
カ
ナ
ク

渡
ラ
セ
給
ベ
シ
。
頓
死
ノ
相
ヲ
ハ
シ
マ
ス
」
ト
申

サ
レ
タ
リ
ケ
リ
。
又
、「
浅
猿
事
哉
。
中
宮
ノ
無

下
ニ
近
ク
ミ
エ
サ
セ
給
」
ト
北
方
ニ
歎
申
サ
セ
給

ケ
ル
モ
不
レ

違
ハ

ケ
リ
。

サ
モ
可
レ

然
人
ハ
、
必
ズ
相
人
ニ
非
レ
ド
モ
、
皆

カ
ク
コ
ソ
ヲ
ハ
ス
レ
。

廿
四　

高
倉
宮
ノ

御
子
達
事

此
宮
ハ
御
子
モ
腹
々
ニ
ア
マ
タ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ケ
リ
。

散
々
ニ
隠
レ
迷
ハ
セ
給
キ
。
世
ヲ
恐
サ
セ
給
テ
、

コ
ヽ
カ
シ
コ
ニ
テ
、
皆
法
師
ニ
成
セ
給
ト
ゾ
聞
エ

又
御
堂
馬
頭
顕
信
ヲ
、『
民
部
卿
斉
信
ノ
婿
ニ
ト

リ
給
ヘ
』
ト
人
申
ケ
レ
バ
、『
此
人
近
ク
出
家
ノ

相
ア
リ
、
為
レ

我
為
レ

人
イ
カ
ヾ
ハ
』
ト
被
レ

申
タ

リ
ケ
ル
ガ
、
終
ニ
十
九
ノ
御
年
出
家
ア
リ
テ
、
比

叡
山
ニ
籠
ラ
セ
給
ニ
ケ
リ
。

又
六
条
右
大
臣
ハ
、
白
川
院
ヲ
見
進
テ
、『
御
命

ハ
長
ク
渡
ラ
セ
給
ベ
キ
ガ
、
頓
ノ
御
相
御
坐
』
ト

申
タ
リ
ケ
ル
モ
違
ハ
ザ
リ
ケ
リ
。

サ
モ
然
ベ
キ
人
々
ハ
、
必
相
人
ト
シ
モ
ナ
ケ
レ
共
、

皆
カ
ク
眼
カ
シ
コ
ク
ゾ
御
座
ケ
ル
。

Ｃ　

況
ヤ
此
少
納
言
惟
長
モ
目
出
キ
相
人
ニ
テ
、

露
見
損
ズ
ル
事
ナ
シ
。
サ
レ
バ
異
名
ニ
、『
相
少

納
言
』
ト
コ
ソ
イ
ハ
レ
ケ
ル
ニ
、
高
倉
宮
ヲ
バ
何

ト
見
進
タ
リ
ケ
ル
ヤ
ラ
ン
、『
位
ニ
即
給
ベ
シ
』

ト
申
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
今
角
ナ
ラ
セ
給
ヌ
ル
コ
ソ
、

『
然
ベ
キ
事
』
ト
申
ナ
ガ
ラ
、
相
少
納
言
誤
ニ
ケ

リ
」
ト
申
ケ
リ
。

宮
御
子
達

高
倉
宮
ニ
ハ
、
腹
々
ニ
御
子
ア
マ
タ
マ
シ
〳
〵
ケ

リ
。
宮
討
レ
サ
セ
給
ヌ
ト
披
露
ア
リ
ケ
レ
バ
、
世

ヲ
恐
マ
シ
〳
〵
テ
、
散
々
ニ
忍
隠
サ
セ
給
。
墨
染

モ
不
違
ケ
リ
。

御
堂
ノ
馬
頭
顕
信
ヲ
、『
斉
信
ノ
民
部
卿
ノ
聟

ニ
ト
リ
給
』ト
人
申
ケ
レ
ハ
、『
只
今
出
家
ノ
相

ア
リ
、
イ
カ
ヽ
』
ト
被
申
ケ
ル
カ
、
則
出
家
シ

給
ケ
リ
。

六
条
右
大
臣
ハ
、
白
河
院
ヲ
、『
御
命
ハ
、
長

ク
渡
セ
給
ヘ
キ
カ
、
頓
死
ノ
相
御
坐
』
ト
申
タ

リ
ケ
ル
モ
不
違
ケ
リ
。

サ
モ
可
然
人
々
ハ
、
相
人
ト
シ
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、

皆
カ
ク
眼
賢
ク
ソ
御
坐
ケ
ル
。

Ｃ　

其
ニ
コ
ノ
少
納
言
惟
長
モ
目
出
相
人
ナ
リ

ケ
レ
ハ
、
露
見
損
事
ナ
シ
。
サ
レ
ハ
、『
相
少

納
言
』
ト
ソ
申
ケ
ル
。
高
倉
宮
ヲ
ハ
何
ト
見
奉

タ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
、『
位
ニ
付
セ
給
ヘ
キ
』
ト
申

タ
リ
ケ
ル
ニ
、
今
カ
ク
ナ
ラ
セ
給
ヌ
ル
コ
ソ
、

『
可
然
事
』
ト
申
ナ
カ
ラ
、
相
少
納
言
誤
ニ
ケ

リ
」
ト
申
ケ
レ
。

２高
倉
宮
ニ
ハ
、
御
子
腹
々
ニ
ア
マ
タ
御
坐
ケ
ル

モ
、
宮
被
打
サ
セ
給
ヌ
ト
聞
食
ケ
レ
ハ
、
世
ヲ

恐
サ
セ
給
テ
、
散
ニ々
逃
隠
サ
セ
給
テ
、
此
彼
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シ
。

伊
与
守
顕〔
盛
〕章
ノ
娘
ノ
、
八
条
院
ニ
三
位
殿
ト
申
テ

候
給
ケ
ル
ニ
、
此
宮
忍
ビ
ツ
ヽ
通
セ
給
ケ
ル
。
其

御
腹
ニ
若
宮
・
姫
宮
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ケ
リ
。
三
位
殿

ヲ
バ
、
女
院
殊
ニ
召
仕
ハ
セ
給
ツ
ヽ
、
隔
ナ
キ
御

事
ニ
テ
有
ケ
レ
バ
、
難
レ

去
思
食
ケ
リ
。

此
宮
達
ヲ
モ
、
女
院
只
御
子
ノ
如
ニ
テ
、
御
衾
ノ

下
ヨ
リ
オ
ヽ
シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
セ
給
ヘ
リ
。
糸
惜
悲

キ
御
事
ニ
ゾ
被
二

思
食
一

ケ
ル
。
高
倉
ノ
宮
謀
叛
ノ

聞
エ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
テ
、
失
サ
セ
給
ヌ
ト
聞
召
ケ
ル

ヨ
リ
、
此
宮
達
マ
デ
モ
イ
カ
ニ
ト
思
食
ケ
ル
ヨ
リ
、

御
心
迷
テ
、
供
御
モ
マ
イ
ラ
ズ
、
只
御
涙
ノ
ミ
セ

キ
ア
ヘ
ズ
。

御
母
ノ
三
位
殿
ハ
肝
心
モ
ヲ
ハ
シ
マ
サ
ズ
、
ア
キ

レ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ケ
ル
程
ニ
、
池
ノ
中
納
言
頼
盛

ハ
、
女
院
ノ
御
辺
ニ
ウ
ト
カ
ラ
ヌ
人
ニ
テ
ヲ
ハ
シ

ケ
ル
ヲ
、
御
使
ニ
テ
、「
高
倉
宮
ノ
若
宮
ノ
ヲ
ハ

シ
マ
シ
候
ナ
ル
、
可
レ

被
レ

奉
レ

出
」
之
由
、
前
大
将
、

女
院
ヘ
被
二

申
入
一

タ
リ
ケ
レ
バ
、
思
食
儲
タ
ル
御

事
ナ
レ
ド
モ
、
イ
カ
ヾ
可
レ

被
レ

仰
ト
モ
思
食
ワ
カ

ズ
。

日
比
ロ

朝
夕
仕
ヘ
奉
中
納
言
モ
カ
ク
被
レ

申
テ
被
レ

参
タ
ル
間
、
怖
シ
ク
思
食
シ
テ
、
ア
ラ
ヌ
人
ノ
様

ニ
ケ
ウ
ト
ク
思
食
レ
ケ
ル
コ
ソ
、
責
テ
ノ
御
事
ト

覚
シ
カ
。
イ
カ
ナ
ル
大
事
ニ
及
ブ
ト
モ
、
可
レ

奉
レ

ノ
袖
ニ
ヤ
ツ
レ
サ
セ
給
ケ
リ
。

其
中
ニ
伊
与
守
盛
章
ノ
娘
ノ
、
八
條
院
ニ
候
ハ
レ

ケ
ル
、
三
位
殿
ト
申
ケ
ル
ヲ
、
忍
ツ
ヽ
通
ハ
セ
給

ケ
ル
ニ
、
若
宮
・
姫
宮
御
座
ケ
リ
。
彼
三
位
局
ヲ

バ
、
女
院
殊
ニ
隔
ナ
キ
御
事
ニ
思
召
レ
ケ
レ
バ
、

此
宮
達
ヲ
モ
、
御
衣
ノ
下
ヨ
リ
生
立
進
セ
給
テ
、

御
イ
ト
ヲ
シ
キ
御
事
ニ
ゾ
思
召
ケ
ル
。
宮
御
謀
叛

起
シ
テ
失
サ
セ
給
ヌ
ト
聞
召
シ
ヨ
リ
、
御
子
達
モ

御
心
迷
シ
テ
、
ツ
ヤ
〳
〵
貢
御
モ
進
ラ
ズ
、
唯
御

涙
ニ
咽
バ
セ
給
ケ
リ
。

御
母
ノ
三
位
殿
モ
、「
何
ナ
ル
御
事
ニ
カ
聞
成
奉

ラ
ン
」
ト
、
肝
心
モ
御
座
マ
サ
ズ
、
ア
キ
レ
テ
御

坐
ケ
ル
程
ニ
、
池
中
納
言
頼
盛
ハ
、
女
院
ノ
御
方

ニ
疎
カ
ラ
ヌ
人
也
ケ
ル
ヲ
、
御
使
ニ
テ
、
前
右
大

将
宗
盛
、
女
院
ヘ
被
レ

申
ケ
ル
ハ
、「
高
倉
宮
ノ
若

公
ノ
御
座
候
ナ
ル
、
渡
奉
ベ
シ
」
ト
有
ケ
レ
バ
、

女
院
モ
三
位
殿
モ
、
兼
テ
思
召
儲
タ
ル
御
事
ナ
レ

共
、
今
更
イ
カ
ニ
被
レ

仰
ベ
キ
ト
モ
思
召
分
ズ
、

只
ア
キ
レ
テ
ゾ
オ
ハ
シ
ケ
ル
。

日
比
ハ
朝
夕
仕
ル
中
納
言
ナ
レ
ド
モ
、
カ
ク
参
テ

申
ケ
レ
バ
、
ア
ラ
ヌ
人
ノ
様
ニ
恐
シ
ク
ゾ
思
召
レ

ケ
ル
。
イ
カ
ナ
ル
御
大
事
ニ
及
ト
モ
、
出
奉
ベ
シ

ト
モ
思
召
レ
ネ
バ
、
宮
ヲ
バ
御
寝
所
ノ
内
ニ
隠
シ

マ
テ
墨
染
ノ
袖
ニ
ヤ
ツ
レ
サ
セ
給
ヌ
ト
ソ
聞
シ
。

其
中
ニ
伊
豆﹇
与
﹈
守
盛
章
ノ
娘
ノ
、
八
条
院
ニ
三
位

殿
ト
申
テ
候
給
ケ
ル
ニ
、
宮
忍
ツ
ヽ
通
ハ
セ
給

ケ
ル
。
其
御
腹
ニ
、
若
君
・
姫
宮
御
坐
ケ
リ
。

三
位
殿
ヲ
ハ
、
女
院
コ
ト
ニ
無
隔
御
事
ニ
テ
、

難
去
被
思
食
ケ
リ
。

サ
レ
ハ
、
此
宮
達
ヲ
ハ
、
御
衣
ノ
下
ヨ
リ
生
立

マ
イ
ラ
セ
テ
、
殊
糸
惜
御
事
ニ
ソ
思
食
ケ
ル
ニ
、

高
倉
宮
カ
ク
失
サ
セ
給
ヌ
ト
聞
食
ケ
ル
ヨ
リ
、

御
子
ノ
宮
達
マ
テ
モ
イ
カ
ヽ
ト
御
心
迷
シ
テ
、

ツ
ヤ
〳
〵
供
御
モ
マ
イ
ラ
ス
、
只
御
涙
ニ
ノ
ミ

ソ
咽
セ
給
ケ
ル
。

御
母
ノ
三
位
殿
モ
、「
イ
カ
ナ
ル
事
ニ
カ
聞
成

ム
ス
ラ
ム
」
ト
、
肝
心
モ
ヲ
ハ
シ
マ
サ
ス
、
ア

キ
レ
テ
御
坐
ケ
ル
程
ニ
、
池
大﹇
中
納
言
﹈納頼
盛
ハ
、
女

院
ノ
御
方
ニ
ウ
ト
カ
ラ
ヌ
人
ナ
リ
ケ
ル
ヲ
、
御

使
ニ
テ
、
前
右
大
将
宗
盛
、
女
院
へ
被
申
ケ
ル

ハ
、「
高
倉
宮
ノ
若
君
ノ
御
坐
候
ナ
ル
、
可
奉
渡
」

ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
女
院
モ
三
位
殿
モ
、
兼
テ
思

食
タ
ル
事
ナ
レ
ト
モ
、
今
更
ナ
ニ
ト
可
被
仰
ト

モ
思
食
シ
ツ
カ
ス
、只
ア
キ
レ
テ
ソ
渡
セ
給
ケ
ル
。

日
来
ハ
朝
夕
仕
ツ
ル
中
納
言
モ
、
カ
ク
申
テ
参
タ

レ
ハ
、
ア
ラ
ヌ
人
ナ﹇
ノ
﹈様
ニ
恐
ク
ソ
被
思
召
ケ
ル
。

何
ル
御
大
事
ニ
及
ト
モ
、
可
奉
出
ト
モ
被
思
食
ネ
ハ
、

宮
ヲ
ハ
御
寝
所
ノ
内
ニ
カ
ク
シ
ヲ
キ
奉
セ
テ
被
仰
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出
ト
モ
思
食
レ
ネ
バ
、
宮
ヲ
バ
御
寝
所
ノ
中
ニ
隠

置
奉
テ
、
池
中
納
言
ニ
被
レ

仰
ケ
ル
ハ
、

「
カ
ヽ
ル
世
ノ
周
章
ノ
聞
エ
シ
ヨ
リ
、
此
御
所
ニ

ハ
オ
ハ
シ
マ
サ
ズ
。
御
乳
ノ
人
ナ
ド
ガ
心
少
ク
見

進
セ
テ
、
失
ニ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
。
イ
ヅ
ク
ト
モ
ユ
ク

ヱ
モ
シ
ラ
ズ
」
ト
被
レ

仰
ケ
レ
ド
モ
、
入
道
憤
リ

深

事
ナ
レ
バ
、
大
将
モ
等
閑
ナ
ラ
ズ
被
レ

申
ケ
レ
バ
、

中
納
言
情
カ
ケ
奉
ガ
タ
ク
テ
、
軍
兵
共
門
々
ニ
居

ヘ
ナ
ド
シ
テ
、
ハ
シ
タ
ナ
キ
事
ガ
ラ
ニ
成
ケ
レ
バ
、

院
中
ノ
上
下
、
色
ヲ
失
ツ
ヽ
、
イ
ト
ヾ
サ
ハ
ギ
ア

ヘ
リ
。

世
ノ
世
ニ
テ
ア
ラ
バ
コ
ソ
、
法
皇
ヘ
モ
申
サ
セ
給

ハ
ン
ズ
レ
、
去
年
ノ
冬
ヨ
リ
ハ
被
二

打
籠
一

ヲ
ハ
シ

マ
シ
テ
、
心
ウ
キ
御
ア
リ
サ
マ
ナ
レ
バ
、
イ
ト
ヾ

イ
カ
ニ
ス
ベ
シ
ト
モ
思
食
サ
ズ
。

事
ノ
有
様
叶
マ
ジ
ト
ヤ
少
キ
御
心
ニ
モ
思
食
サ
レ

ケ
ム
、「
是
程
ノ
御
大
事
ニ
及
候
ハ
ム
上
ハ
、
只

出
サ
セ
給
ヘ
。
マ
カ
リ
候
ハ
ム
」
ト
、
宮
申
サ
セ

給
ケ
レ
バ
、

御
母
ノ
三
位
殿
ハ
理
也
、
女
院
ヲ
奉
レ

始
テ
、
女

房
達
、
老
タ
ル
モ
若
キ
モ
声
ヲ
調
ヘ
テ
泣
ア
ヒ
給

ヘ
リ
。
女
官
共
、
局
々
ノ
女
童
部
ニ
至
ル
マ
デ
、

此
ヲ
聞
テ
、
袖
ヲ
絞
ラ
ヌ
ハ
無
リ
ケ
リ
。

今
年
ハ
八
ニ
成
セ
給
ヘ
ル
ニ
、
オ
ト
ナ
シ
ヤ
カ
ニ

申
サ
セ
給
ケ
ル
コ
ソ
難
レ

有
哀
ナ
レ
。
中
納
言
モ

石
木
ナ
ラ
ネ
バ
、
打
シ
メ
リ
テ
候
ハ
レ
ケ
ル
ニ
、

置
進
セ
テ
、

「
係
ル
世
ノ
騒
ノ
聞
エ
シ
暁
ヨ
リ
、
比
御
所
ニ
ハ

御
座
サ
ズ
。
御
乳
人
ナ
ド
ノ
心
ヲ
サ
ナ
ク
奉
レ

具

失
ニ
ケ
ル
コ
ソ
。
何
処
ト
モ
行
末
シ
ロ
シ
メ
サ

ズ
」
ト
仰
ラ
レ
ケ
レ
ド
モ
、
入
道
憤
深
事
ナ
レ
バ
、

大
将
モ
ナ
ヲ
ザ
リ
ナ
ラ
ズ
被
レ

申
ケ
リ
。
中
納
言

モ
情
ヲ
カ
ケ
奉
リ
難
テ
、
兵
共
多
ク
門
々
ニ
ス
へ

置
テ
、
ハ
シ
タ
ナ
キ
事
様
也
ケ
レ
バ
、
御
所
中
ノ

上
下
、
色
ヲ
失
ヒ
ツ
ヽ
、
イ
ト
ヾ
騒
ア
ヘ
リ
。

世
ガ
世
ニ
テ
モ
ア
ラ
バ
ヤ
、
法
皇
ヘ
モ
申
サ
セ
給

ベ
キ
、
去
年
ノ
冬
ヨ
リ
被
二

打
籠
一

マ
シ
〳
〵
テ
、

御
心
憂
御
挙
動
ナ
レ
バ
、
如
何
ニ
ス
ベ
シ
ト
モ
思

召
サ
ヾ
リ
ケ
リ
。

若
公
モ
少
キ
御
心
ニ
、
事
ノ
様
難
レ

遁
ヤ
思
召
レ

ケ
ン
、「
是
程
ノ
御
大
事
ニ
及
バ
ン
上
ハ
、
只
出

サ
セ
給
ヘ
、
我
ユ
へ
御
所
中
ノ
御
煩
、
痛
シ
」
ト

申
サ
セ
給
ケ
レ
バ
、

女
院
ヲ
始
進
テ
、
御
母
ノ
三
位
ノ
局
、
女
房
達
、

老
モ
若
モ
、
音
ヲ
調
テ
泣
悲
ケ
リ
。
心
ナ
カ
ル
ベ

キ
女
童
部
マ
デ
モ
、
皆
袖
ヲ
ゾ
絞
リ
ケ
ル
。

若
公
今
年
ハ
八
ニ
ナ
ラ
セ
給
ケ
リ
。
ヲ
ト
ナ
シ
ク

モ
被
レ

仰
ケ
ル
コ
ソ
哀
ナ
レ
。
中
納
言
モ
サ
ス
ガ

岩
木
ナ
ラ
ネ
バ
、
打
シ
メ
リ
テ
候
ハ
レ
ケ
ル
ニ
、

ケ
ル
ハ
、

「
カ
ヽ
ル
世
ノ
騒
ノ
聞
ヘ
シ
暁
ヨ
リ
、
此
御
所
ニ
ハ

ヲ
ハ
シ
マ
サ
ス
。
御
乳
人
ナ
ト
カ
心
ヲ
サ
ナ
ク
奉

具
テ
失
ニ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
。
イ
ツ
ク
ト
モ
行
ヘ
ヲ
不

知
」
ト
被
仰
ケ
レ
ト
モ
、入
道
憤
リ
深
事
ナ
レ
ハ
、

大
将
モ
不
等
閑
被
申
ケ
リ
。
中
納
言
モ
情
ヲ
係
ケ

奉
リ
カ
タ
ク
テ
、
軍
兵
多
門
ニ々
居
置
ナ
ン
ト
シ
テ
、

ハ
シ
タ
ナ
キ
事
カ
ラ
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
御
所
中
上

下
、
色
ヲ
失
ツ
ヽ
、
イ
ト
ヽ
騒
キ
ア
エ
リ
。

世
カ
代
ニ
テ
ア
ラ
ハ
ヤ
、
法
皇
ニ
モ
申
サ
セ
給
へ
キ
、

去
年
ノ
冬
ヨ
リ
被
打
籠
マ
シ
〳
〵
テ
、
心
優
キ

御
有
様
也
シ
カ
ハ
、
イ
ト
ヽ
イ
カ
ニ
ス
ヘ
シ
ト

モ
思
食
サ
リ
ケ
リ
。

若
公
モ
少
キ
御
心
ニ
、
事
ノ
有
様
難
遁
ト
ヤ
思

食
ケ
ン
、「
此
レ
程
ノ
御
大
事
ニ
及
ハ
ム
上
ハ
、

只
出
サ
セ
給
へ
、
我
故
ニ
御
所
中
ノ
御
煩
モ
痛

敷
候
」
ト
申
サ
セ
給
ケ
レ
ハ
、

女
院
ヲ
始
奉
テ
、
御
母
ノ
三
位
殿
、
女
房
達
、

老
タ
ル
モ
少
モ
、
音
ヲ
備〔
調
〕テ
泣
悲
ミ
給
ケ
リ
。

心
ナ
キ
女
童
部
マ
テ
モ
皆
、
袖
ヲ
シ
ホ
リ
ケ
リ
。

若
公
今
年
ハ
八
ニ
ナ
ラ
セ
給
ケ
ル
カ
、
ヲ
ト
ナ

シ
ク
モ
被
仰
ケ
ル
コ
ソ
哀
ナ
レ
。
中
納
言
モ
岩
木

ナ
ラ
ネ
ハ
、
ウ
チ
シ
メ
リ
テ
候
ワ
レ
ケ
ル
ニ
、
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大
将
ノ
御
許
ヨ
リ
使
頻
リ

ニ
ハ
セ
参
リ
テ
、「
イ
カ

ニ
〳
〵
」
ト
被
レ

申
ケ
レ
バ
、
ソ
レ
ニ
随
テ
、
中

納
言
モ
シ
キ
リ
ニ
責
奉
ル
。

少
シ
サ
モ
ヤ
ト
聞
食
出
事
ア
リ
、
御
尋
有
ト
テ
、

年
程
同
様
ナ
ル
少
者
ヲ
迎
ヘ
寄
ツ
ヽ
、
尋
出
シ
奉

リ
タ
リ
ト
テ
、
宮
ヲ
ツ
ヰ
ニ
渡
シ
奉
ラ
ル
。
三
位

殿
モ
女
院
モ
、
後
レ
奉
ラ
ジ
ト
歎
悲
ミ
給
事
不
レ

斜
メ

。
泣
々
御
頭
カ
キ
撫
、
御
顔
カ
イ
ツ
ク
ロ
ヒ
、

御
直
衣
奉
ラ
セ
ナ
ド
出
シ
奉
ラ
セ
給
モ
、
只
夢
ノ

様
ニ
ゾ
被
二

思
食
一

ケ
ル
。「
イ
カ
ニ
成
給
ナ
ム
ズ

ラ
ム
」
ト
思
食
サ
レ
ケ
ル
ゾ
悲
シ
キ
。

池
中
納
言
奉
レ

見
テ
ハ
、狩
衣
ノ
袖
モ
絞
ル
計
ニ
テ
、

御
車
ノ
尻
ニ
参
テ
六
波
羅
ヘ
奉
レ

渡
ラ
レ
ニ
ケ
リ
。

宮
出
サ
セ
給
ケ
ル
後
ハ
、
女
院
モ
御
母
ノ
三
位
殿

モ
、
同
枕
ニ
臥
沈
ミ
テ
、
湯
水
ヲ
ダ
ニ
モ
御
喉
ヘ

モ
不
レ

被
レ

入
。「
由
無
カ
リ
ケ
ル
人
ヲ
此
七
八
年

手
ナ
ラ
シ
奉
テ
、
カ
ヽ
ル
モ
ノ
ヲ
思
コ
ソ
返
々
モ

悔
シ
ケ
レ
。
七
八
ナ
ド
云
ヘ
バ
、
サ
ス
ガ
ニ
未
ダ

何
事
モ
思
分
ベ
キ
程
ニ
モ
ワ
タ
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
、

我
故
大
事
ノ
出
来
事
モ
片
腹
痛
ク
思
食
テ
、
出
サ

セ
給
ヌ
ル
難
レ

有
サ
ノ
悲
シ
サ
」
ト
テ
、
返
々
ク

大
将
ノ
御
許
ヨ
リ
、「
如
何
ニ
〳
〵
」
ト
使
頻
ニ

申
ケ
レ
バ
、
頼
盛
モ
打
ソ
ヘ
被
レ

申
ケ
リ
。

女
院
ハ
、
少
シ
サ
モ
ヤ
ト
聞
食
御
事
有
テ
、
同
ジ

御
年
程
ナ
ル
少
者
ヲ
尋
サ
セ
給
ケ
レ
共
、
大
方
ナ

カ
リ
ケ
レ
バ
、
力
及
バ
セ
給
ハ
デ
若
宮
ヲ
奉
レ

渡

ケ
リ
。
宮
ヲ
バ
女
院
ノ
御
前
ヘ
請
出
進
セ
テ
、
御

母
三
位
殿
、
御
気
荘
進
セ
御
髪
掻
摩
、
御
ヒ
タ
ヽ

レ
奉
ラ
セ
ナ
ド
シ
テ
出
立
進
セ
給
テ
モ
、
唯
夢
ノ

様
ニ
思
召
。「
如
何
ニ
ナ
ラ
セ
給
ハ
ン
ズ
ル
ヤ
ラ

ン
」
ト
御
心
元
ナ
ケ
レ
バ
、
尽
ヌ
御
涙
計
ヲ
流
サ

セ
給
ケ
ル
。

中
納
言
モ
、「
由
ナ
キ
御
使
也
」
ト
、
イ
ト
カ
ナ

シ
ク
ゾ
被
レ

思
ケ
ル
ニ
、
若
宮
既
出
サ
セ
給
ヘ
リ
。

見
進
ス
レ
バ
、
ラ
ウ
タ
ク
厳
ク
御
座
シ
ケ
リ
。
少

キ
御
心
ニ
モ
思
召
入
タ
ル
御
有
様
、
悲
ク
思
給
ヘ

バ
、
イ
ト
ヾ
狩
衣
ノ
袖
ヲ
絞
ツ
ヽ
、
御
車
ノ
尻
ニ

参
テ
六
波
羅
ヘ
奉
レ

渡
。

宮
出
サ
セ
給
ニ
ケ
レ
バ
、
女
院
モ
三
位
殿
モ
、
同

枕
ニ
臥
沈
テ
、
湯
水
ヲ
ダ
ニ
モ
御
喉
ヘ
入
サ
セ
給

ハ
ズ
。
コ
レ
ニ
付
テ
モ
女
院
ハ
、「
由
ナ
カ
リ
ケ

ル
人
ヲ
、
此
七
八
年
手
ナ
ラ
シ
奉
テ
、
物
ヲ
思
」

ト
、
責
テ
ノ
事
ニ
ハ
悔
シ
ク
ゾ
被
二

思
召
一

ケ
ル
。

「
七
八
ナ
ド
ハ
、
サ
ス
ガ
何
事
モ
思
召
分
ベ
キ
事

ナ
ラ
ネ
共
、
我
ユ
へ
大
事
ノ
出
来
事
ヲ
カ
タ
ハ
ラ

痛
ク
思
召
テ
、
出
サ
セ
給
ヌ
ル
御
事
ノ
悲
サ
ヨ
」

大
将
ノ
許
ヨ
リ
、「
イ
カ
ニ
〳
〵
」
ト
使
頻
ケ

レ
ハ
、
中
納
言
モ
打
副
ヘ
被
申
ケ
リ
。

女
院
ハ
ス
コ
シ
サ
モ
ヤ
ト
聞
食
事
ア
リ
。
御
尋

ア
ル
ヘ
キ
也
ト
テ
、
同
御
年
ホ
ト
ナ
ル
少
キ
者

ヲ
迎
サ
セ
給
テ
、
尋
出
タ
ル
体
ニ
テ
、
終
ニ
宮
ヲ

渡
奉
ラ
ル
。
女
院
モ
三
位
殿
モ
、
ヲ
ト
ラ
シ
ト
ヲ

メ
キ
叫
ヒ
給
ケ
ル
事
不
斜
。
泣
々
御
ク
シ
カ
キ
ナ

テ
、
御
顔
カ
キ
ツ
ク
ロ
ヒ
、
御
直
垂
タ
テ
マ
ツ

ラ
セ
ナ
ト
シ
テ
出
シ
奉
セ
給
。
只
夢
ノ
様
ニ
ソ
思

食
ケ
ル
。「
イ
カ
ニ
ナ
ラ
セ
給
ハ
ム
ス
ラ
ム
」

ト
無
御
心
本
。

池
大﹇
中
﹈納
言
モ
、「
無
由
御
使
ニ
参
ニ
ケ
ル
ヨ
」
ト
、

イ
ト
然（
マ
マ
）ノ
被
思
ケ
ル
ニ
、
若
公
ノ
出
サ
セ
給
タ

ル
ヲ
見
奉
ル
ニ
、
ラ
ウ
タ
ウ
厳
ク
御
坐
シ
ケ
レ
ハ
、

イ
ト
ヽ
狩
衣
ノ
袖
ヲ
シ
ホ
リ
ツ
ヽ
、
御
車
ノ
尻

ニ
乗
テ
六
波
羅
へ
渡
奉
ル
。

若
宮
出
サ
セ
給
ニ
ケ
ル
後
ハ
、
女
院
モ
三
位
殿
モ
、

同
枕
ニ
伏
沈
テ
、
温
水
ヲ
タ
ニ
モ
御
喉
へ
入
サ
セ

給
ハ
ス
。
是
ニ
付
テ
モ
女
院
ハ
、「
由
ナ
カ
リ
ケ

ル
人
ヲ
、
此
七
八
年
手
馴
シ
奉
テ
、
モ
ノ
思
フ
事

ヨ
」
ト
ソ
被
思
食
ケ
ル
。「
七
ツ
八
ツ
ナ
ト
ハ
、

サ
ス
カ
ニ
未
タ
何
事
モ
思
食
ワ
ク
ヘ
キ
ニ
ナ
ラ

ネ
ト
モ
、
我
故
大
事
ノ
出
来
事
ヲ
片
腹
痛
ク
思

食
テ
、
出
サ
セ
給
ヌ
ル
事
ノ
悲
サ
ヨ
」
ト
テ
、
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ド
カ
セ
給
。
大
将
モ
奉
レ

見
給
テ
ハ
、
涙
ヲ
押
拭

ヒ
給
ヘ
バ
、
宮
モ
ナ
ニ
ト
思
食
ケ
ル
ヤ
ラ
ム
、
打

涙
グ
マ
セ
給
ケ
ル
ゾ
ラ
ウ
タ
キ
。「
女
院
ノ
御
懐

ヨ
リ
奉
レ

養
テ
歎
思
食
ル
ヽ
心
苦
シ
サ
」
ナ
ド
、

中
納
言
カ
キ
ク
ド
キ
、
細
々
ト
被
レ

申
ケ
レ
バ
、

大
将
モ
入
道
ニ
不
レ

斜
被
レ

申
ケ
ル
間
、
後
白
河
院

ノ
御
子
、
仁
和
寺
守
覚
法
親
王
ヘ
渡
シ
奉
テ
御
出

家
ア
リ
。

御
名
ヲ
バ
道
尊
ト
申
ス
。
後
ハ
東
大
寺
ノ
長
者
ニ

成
ラ
セ
給
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。

Ｄ　

院
ノ
御
子
達
、
皆
御
出
家
ア
リ
シ
ニ
、
此
宮

ノ
心
ト
ク
御
出
家
ダ
ニ
モ
ア
リ
セ
バ
能
リ
ナ
マ
シ
。

無
レ

由
御
元
服
ノ
有
ケ
ル
コ
ソ
、
返
々
モ
心
ウ
ケ

レ
。

猶
御
子
ハ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
ト
聞
ユ
。

一
人
ハ
高
倉
宮
ノ
御
乳
母
ノ
夫
、
讃
岐
前
司
重
季

奉
レ

具
テ
北
国
ヘ
落
下
給
ヘ
リ
シ
ヲ
バ
、
木
曽
モ

テ
ナ
シ
奉
テ
、
越
中
国
宮
崎
ト
云
所
ニ
御
所
ヲ
立

ト
テ
、
御
涙
セ
キ
敢
サ
セ
給
ハ
ズ
。
宮
六
波
羅
ニ

入
セ
給
タ
リ
ケ
レ
バ
、
大
将
出
合
見
進
テ
、
哀
ナ

ル
御
事
ニ
奉
レ

思
、
涙
ヲ
拭
ヒ
給
ケ
レ
バ
、
宮
モ

御
涙
ヲ
ゾ
流
サ
セ
給
ケ
ル
。
池
中
納
言
頼
盛
申
サ

レ
ケ
ル
ハ
、「
女
院
御
フ
ト
コ
ロ
ノ
中
ヨ
リ
生
立

進
サ
セ
給
タ
リ
ト
テ
、
不
レ

斜
御
歎
、
御
痛
ク
御

心
苦
思
進
セ
候
。
コ
ト
ナ
ル
御
事
ナ
キ
様
ニ
、
御

計
モ
ア
レ
カ
シ
」
ト
宣
ヘ
バ
、
大
将
又
此
趣
ヲ
入

道
ニ
口
説
被
レ

申
ケ
レ
バ
、
仁
和
寺
ノ
守
覚
法
親

王
ヘ
奉
レ

渡
テ
御
出
家
ア
リ
。

御
名
ヲ
道
尊
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
彼
法
親
王
ハ
、
則
後

白
河
院
ノ
御
子
ナ
レ
バ
、
此
若
宮
ハ
御
甥
也
。
御

年
十
八
ニ
シ
テ
隠
サ
セ
給
ニ
ケ
リ
。

又
殷
富
門
女
院
ノ
御
所
ニ
治
部
卿
局
ト
申
女
房
ノ

腹
ニ
、
若
君
・
姫
君
マ
シ
〳
〵
ケ
リ
。
若
宮
御
出

家
ノ
後
ニ
ハ
、
安
院
宮
僧
正
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
東
寺

ノ
一
長
者
也
。
姫
宮
ハ
野
依
宮
ト
申
ケ
リ
。

南
都
ニ
モ
宮
ノ
御
渡
ア
リ
。
盛
興
寺
ノ
宮
ヲ
バ
、

書
写
ノ
宮
ト
ゾ
申
ケ
ル
。

又
御
子
一
人
ヲ
ハ
シ
ケ
ル
ヲ
バ
、
高
倉
宮
ノ
御
乳

人
讃
岐
前
司
重
秀
ガ
、
北
国
ヘ
具
シ
下
シ
進
タ
リ

ケ
ル
ヲ
、
木
曽
モ
テ
ナ
シ
奉
テ
、
越
中
国
宮
崎
ト

御
涙
セ
キ
ア
エ
ス
。
宮
六
波
羅
ニ
入
セ
給
タ
リ

ケ
レ
ハ
、
大
将
出
合
セ
候
テ
見
奉
セ
テ
、
哀
ニ

被
思
食
ケ
ル
ニ
ヤ
、
涙
ヲ
ヲ
シ
ノ
コ
ヒ
給
ケ
レ

ハ
、
宮
モ
イ
カ
ニ
ト
思
食
ケ
ル
ニ
ヤ
、
同
ク
御

涙
ヲ
流
サ
セ
給
ケ
リ
。「
女
院
ノ
御
懐
ノ
中
ヨ

リ
養
立
奉
セ
給
テ
、
歎
セ
給
御
事
ノ
心
苦
ク
候
ニ
、

無
殊
事
御
計
モ
ヤ
有
ヘ
キ
」
ト
、
大
将
ニ
カ
キ

ク
ト
キ
被
申
ケ
レ
ハ
、
大
将
又
入
道
ニ
能
々
被

申
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
後
白
河
院
ノ
御
子
仁
和
寺
ノ

守
覚
法
親
王
へ
奉
渡
テ
御
出
家
ア
リ
。

御
名
ヲ
ハ
道
尊
ト
ソ
申
ケ
ル
。
御
歳
十
八
ニ
テ
、

終
ニ
失
サ
セ
給
ニ
ケ
リ
。
不
審
ア
リ
。

又
殷
富
門
院
ノ
女
房
ノ
御
腹
ニ
若
宮
・
姫
宮
御

坐
ケ
リ
。
若
宮
ハ
御
出
家
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
後
、

安
居
院
ノ
宮
ト
ソ
申
ケ
ル
。
東
寺
ノ
一
ノ
長
者

也
。
姫
宮
ヲ
ハ
野
依
ノ
宮
ト
ソ
申
ケ
ル
。

又
南
都
ニ
モ
御
子
御
坐
ト
聞
ユ
。盛
興
寺
宮
ヲ
ハ
、

書
写
宮
ト
ソ
申
ケ
ル
。

此
外
御
子
一
人
ヲ
ハ
、
高
倉
宮
ノ
御
乳
人
讃
岐

前
司
重
季
カ
、
北
国
へ
具
下
マ
イ
ラ
セ
タ
リ
ケ

ル
ヲ
、
木
曽
カ
モ
テ
ナ
シ
マ
イ
ラ
セ
テ
、
越
中
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テ
居
奉
リ
ツ
ヽ
、
御
元
服
ア
リ
ケ
レ
バ
、
木
曽
ノ

宮
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
又
ハ
還
俗
ノ
宮
ト
モ
申
ケ
リ
。

廿
五　

前
中
書
王
事　

付
元
慎
之
事

①　

昔
、
延
喜
ノ
帝
ノ
第
十
六
ノ
御
子
兼
明
親
王
、

村
上
帝
第
八
御
子
具
平
親
王
ト
テ
、
二
人
ヲ
ハ
セ

シ
ヲ
バ
、
前
中
書
王
・
後
中
書
王
ト
テ
、
賢
王
聖

主
ノ
御
子
ニ
テ
、
才
智
才
芸
目
出
ク
ワ
タ
ラ
セ
給

シ
カ
ド
モ
、

Ｆ　

王
位
ニ
即
セ
給
事
ハ
別
ノ
御
事
ナ
レ
バ
、
サ

テ
コ
ソ
止
ミ
給
シ
カ
。
サ
レ
ド
モ
謀
叛
ヲ
ヤ
起
シ

給
シ
。

②　

中
ニ
モ
前
中
書
王
ト
申
ハ
、
漢
才
妙
ニ
御
坐

云
処
ニ
、
御
所
ヲ
造
テ
ス
へ
進
セ
、
御
元
服
ア
リ

ケ
レ
バ
、
木
曽
ガ
宮
ト
モ
申
。
又
還
俗
ノ
宮
ト
モ

申
ケ
リ
。
嵯
峨
ノ
今
屋
殿
ト
申
ケ
ル
ハ
此
宮
ノ
御

事
也
。

巻
十
六　

帝
位
非
二

人
力
一

①　

抑
昔
、
延
喜
帝
ノ
第
十
六
ノ
御
子
兼
明
親
王

ト
、
村
上
帝
ノ
第
八
ノ
御
子
具
平
親
王
ト
ハ
叔

父
・
甥
ニ
テ
、
前
中
書
王
・
後
中
書
王
ト
申
奉
ル
。

賢
王
聖
主
ノ
御
子
、
才
智
才
学
目
出
ク
御
坐
シ
キ
。

②　

サ
レ
バ
前
中
書
王
ハ
、
御
兄
ノ
第
四
ノ
御
子
、

国
宮
崎
ト
云
所
ニ
、
御
所
ヲ
造
テ
ス
エ
マ
イ
ラ
セ

ツ
ヽ
、
御
元
服
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
木
曽
カ
宮
ト
ソ
申

ケ
ル
。

 

（
改
行
）

Ｄ　

凡
此
高
倉
ノ
宮
モ
カ
ス
ノ
外
ノ
宮
ナ
レ
ハ
、

御
出
家
タ
ニ
モ
ア
リ
セ
ハ
ヨ
カ
ラ
マ
シ
。
無
由

御
元
服
ノ
ア
リ
テ
、
君
達
マ
テ
モ
カ
ヽ
ル
ウ
キ

目
ヲ
御
覧
セ
ラ
ル
ヽ
ト
ソ
申
ケ
ル
。

Ｅ　

夫
、
不
患
位
之
不
尊
、
而
患
徳
之
不
崇
、

不
恥
禄
之
不
彰
ア
ラ
ハ
レ一、
而
恥
智
之
不
博
ト
モ
申
。

ヨ
ク
〳
〵
御
案
ノ
ア
ル
ヘ
カ
リ
ケ
ル
モ
ノ
ヲ
ト

ソ
覚
シ
。

３①　

昔
、
延
喜
ノ
帝
ノ
第
十
六
ノ
御
子
ニ
兼
明

親
王
、
村
上
帝
ノ
第
八
御
子
ニ
具
平
親
王
ト
テ

二
人
坐
キ
。前
中
書
王
・
後
中
書
王
ト
ソ
申
ケ
ル
。

賢
王
聖
主
ノ
御
子
ニ
テ
、
共
ニ
才
智
才
学
目
出
ク

御
坐
ト
モ
、

Ｆ　

帝
位
ニ
即
セ
給
事
ハ
可
然
御
事
ナ
レ
ハ
、
然

コ
ソ
ヤ
マ
セ
給
シ
カ
、謀
反
ヲ
ハ
ヲ
コ
サ
セ
給
ハ
ス
。

 

（
改
行
）
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シ
カ
バ
、
政
務
ノ
道
ニ
モ
明
ニ
御
坐
ケ
レ
バ
、
源

姓
ヲ
賜
テ
従
二
位
右
大
臣
ニ
成
奉
テ
、
万
機
ノ
政

ヲ
助
奉
リ
給
シ
程
ニ
、
冷
泉
院
御
宇
、
此
君
ノ
イ

ミ
ジ
ク
御
坐
ス
事
ヲ
妬
シ
ク
ヤ
思
給
ケ
ム
、
時
ノ

関
白
ニ
讒
言
セ
ラ
レ
給
テ
、
官
位
取
返
サ
レ
給
テ
、

只
本
ノ
宮
原
ニ
テ
御
坐
ケ
レ
ド
モ
、
更
ニ
恨
ト
モ

思
給
ハ
ズ
、
只
「
岩
ノ
カ
ケ
路
」
ト
ノ
ミ
忩
ガ
レ

テ
、
深
心
閑
ナ
ラ
ム
事
ヲ
ノ
ミ
求
給
フ
。

（
兎
裘
賦
制
作
の
話
、元
慎
の
化
身
の
鬼
と
の
対
話
、

亀
山
に
水
を
祈
り
出
し
た
話
、親
王
の
死　

省
略
）

廿
六　

後
三
条
院
ノ
宮
事

③　

後
三
条
院
第
三
皇
子
輔
仁
親
王
ト
テ
御
坐
キ
。

目
出
キ
賢
人
ニ
テ
坐
ケ
レ
バ
、「
春
宮
御
位
ノ
後

ニ
ハ
、
必
ズ
御
弟
輔
仁
ノ
親
王
ヲ
太
子
ニ
立
マ
イ

ラ
セ
給
ベ
シ
」
ト
、

後
三
条
院
、
白
河
法
皇
ニ
申
サ
セ
給
ケ
レ
バ
、

ニ
御
事
請
有
ケ
リ
。
宮
モ
、「
当
春
宮
御
即
位
ノ

後
ハ
、
我
御
身
御
譲
ヲ
受
サ
セ
御
坐
ス
ベ
キ
」
由
、

被
二

思
食
一

ケ
ル
程
ニ
、

無
実
ニ
依
テ
城
ノ
外
ニ
移
サ
レ
給
ヒ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、

「
宮
モ
藁
屋
モ
」
ト
ナ
ガ
メ
給
ケ
ル
ヲ
理
リ
ニ
思

食
、
王
位
モ
詮
ナ
シ
ト
テ
、
只
一
筋
ニ
仏
道
ヲ
ノ

ミ
求
給
テ
、
小
椋
山
ノ
麓
ニ
庵
ヲ
結
給
ヒ
、
詩
ヲ

造
リ
琵
琶
ヲ
弾
、
御
心
ヲ
ナ
グ
サ
メ
給
シ
ニ
、

（
元
慎
の
化
身
の
鬼
と
の
対
話　

省
略
）

村
上
ノ
帝
、
上
玄
石
上
ノ
琵
琶
ノ
秘
曲
ヲ
、
廉
承

武
ニ
伝
ヘ
給
シ
ニ
ハ
、
猶
マ
サ
リ
テ
ゾ
覚
ユ
ル
。

加
様
ニ
目
出
キ
御
事
ニ
御
坐
シ
カ
ド
モ
、

Ｆ　

帝
位
ニ
ツ
カ
セ
給
フ
御
運
ハ
、
可
レ

然
御
宿

報
ナ
レ
バ
、
サ
テ
コ
ソ
ヤ
マ
セ
給
ヒ
シ
カ
、
謀
叛

ヲ
バ
起
サ
セ
給
ハ
ズ
。

③　

後
三
条
院
ノ
第
三
王
子
輔
仁
親
王
ハ
、
白
河

院
ニ
ハ
御
弟
也
。
目
出
キ
人
ニ
テ
御
坐
ヲ
、「
春

宮
御
位
ノ
後
ニ
ハ
、
必
此
御
子
ヲ
太
子
ニ
可
レ

奉
レ

立
」
ト
、

後
三
條
院
返
々
白
河
院
ニ
御
遺
言
ア
リ
ケ
レ
バ
、

院
モ
慥
ニ
御
言
請
ア
リ
。
親
王
ノ
宮
モ
、「
必
御

譲
ヲ
受
サ
セ
給
ベ
キ
」
由
、
思
食
ケ
ル
ニ
、

４③　

目
近
モ
、
後
三
条
院
ノ
第
三
王
子
輔
仁
ノ

親
王
ハ
、
白
河
院
ニ
ハ
御
弟
、
目
出
キ
人
ニ
テ
御
坐

シ
ヲ
、「
春
宮
御
位
ノ
後
ニ
ハ
、
必
々
此
御
子
ヲ
太

子
ニ
可
奉
立
」
之
由
、

後
白﹇
三
条
﹈河
院
能
々
白
河
院
ニ
御
遺
言
有
ケ
レ
ハ
、

慥
ニ
御
事
請
ア
リ
。
宮
モ
、「
御
譲
ヲ
可
請
サ
セ

給
」
之
由
、
思
食
ケ
ル
ニ
、
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春
宮
実
仁
、
永
保
元
年
八
月
十
五
日
、
御
歳
十
一

ト
申
シ
ニ
、
小
野
宮
亭
ヨ
リ
照〔
昭
〕陽
舎
ニ
移
ラ
セ
給

テ
、
御
元
服
ア
リ
シ
程
ニ
、

応
保〔
徳
〕二
年
二
月
八
日
、
御
歳
十
五
ニ
シ
テ
敢
ヘ
ナ

ク
失
給
ニ
シ
カ
バ
、
後
三
条
院
申
置
セ
給
シ
ガ
如

ク
、
三
宮
、
太
子
ニ
立
給
フ
ベ
カ
リ
シ
ヲ
、
其
沙

汰
無
リ
ケ
リ
。

承
保
元
年
十
一
月
十
二
日
、
白
河
院
一
宮
敦
文
親

王
御
誕
生
、
今
生
后
腹
ノ
第
一
ノ
皇
子
ニ
テ
御
坐

シ
カ
バ
、
無
二

左
右
一

太
子
ニ
立
給
ヘ
リ
シ
間
、
其

沙
汰
無
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
敦
文
親
王
、

承
暦
元
年
八
月
六
日
、
御
年
四
歳
ニ
シ
テ
失
給
ヘ

リ
。

同
三
年
七
月
九
日
、
六
条
右
大
臣
顕
房
公
御
娘
ノ

御
腹
ニ
堀
河
院
御
誕
生
、
同
年
十
一
月
三
日
、
親

王
ノ
宣
旨
ヲ
被
レ

下
タ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
太
子
ニ
ハ

立
給
ハ
ズ
。「
此
等
ハ
三
宮
ノ
御
事
、
後
三
条
院

ノ
御
遺
言
ヲ
畏
サ
セ
給
故
」
ト
ゾ
、
古
キ
人
ハ
申

侍
シ
。

雖
レ

然
、
応
徳
三
年
十
一
月
廿
八
日
、
御
年
八
歳

ニ
シ
テ
譲
ヲ
得
サ
セ
給
、
ヤ
ガ
テ
同
日
、
春
宮
ト

ス
。
善
仁
王
是
也
。
太
子
ニ
モ
立
給
ハ
ズ
、
親
王

ニ
テ
ゾ
御
位
ニ
即
セ
給
ケ
ル
。

東
宮
実
仁
、
永
保
元
年
八
月
十
五
日
ニ
、
御
年
十

一
ニ
テ
御
元
服
ア
リ
シ
ガ
、

応
徳
二
年
二
月
八
日
、
十
五
ニ
テ
隠
レ
サ
セ
給
シ

カ
バ
、
後
三
條
院
ノ
任
二

御
遺
言
一、
三
宮
輔
仁
太

子
ニ
立
セ
給
ベ
カ
リ
シ
ヲ
、
無
二

其
御
沙
汰
一。

承
保
元
年
十
二
月
十
六
日
ニ
、
白
川
院
ノ
一
宮
敦

文
親
王
御
誕
生
、
今
上
后
腹
ノ
一
御
子
ニ
テ
御
座

シ
カ
バ
、
太
子
ニ
立
セ
給
ベ
カ
リ
シ
カ
共
、

承
暦
元
年
八
月
六
日
、
御
ト
シ
四
歳
ニ
テ
失
給
ケ

リ
。

同
三
年
七
月
七
日
、
堀
川
院
御
誕
生
ア
リ
。

同
年
十
一
月
三
日
、
親
王
ノ
宣
旨
ヲ
下
サ
レ
ニ
ケ

レ
バ
、
左
ニ
右
ニ
三
宮
被
二

引
違
一

給
ヘ
リ
。

堀
川
院
モ
八
歳
マ
デ
太
子
ニ
モ
立
セ
給
ハ
ズ
、
親

王
ニ
テ
、
応
徳
三
年
十
一
月
廿
六
日
ニ
、
受
二

御

譲
一

サ
セ
給
テ
、
軈
其
日
、
春
宮
ニ
立
セ
給
。

寛
治
三
年
正
月
五
日
、
御
年
十
一
ニ
テ
御
元
服
有

ケ
リ
。
三
宮
ハ
御
位
コ
ソ
不
レ

叶
共
、
太
子
ニ
モ

春
宮
実
仁
、
永
保
元
年
八
月
十
五
日
ニ
、
御
年

十
一
ニ
テ
御
元
服
ア
リ
シ
カ
、

応
徳
弐
年
二
月
八
日
、
十
五
ニ
テ
失
サ
セ
給
ニ
シ

カ
ハ
、
後
三
条
院
ノ
御
遺
言
ニ
任
テ
、
三
宮
大〔
太
〕

子
ニ
立
セ
給
ヘ
キ
ニ
テ
コ
ソ
ハ
ア
リ
シ
ヲ
、
其
沙
汰

モ
ナ
シ
。

承
保
元
年
十
二
月
十
六
日
ニ
、
白
河
院
ノ
一
宮

敦
文
親
王
御
誕
生
、
今
上
后
腹
ノ
一
御
子
ニ
テ
御

坐
シ
カ
ハ
、
是
ヲ
太
子
ニ
ハ
ト
人
々
被
思
ケ
レ

ト
モ
、
太
子
ノ
沙
汰
ナ
シ
。
三
宮
イ
カ
ナ
ル
ヘ

キ
ヤ
ラ
ム
ト
、
御
ム
ネ
ハ
タ
ラ
カ
セ
給
ケ
ル
ニ
、

承
暦
元
年
八
月
廿
六
日
、
御
年
四
歳
ニ
テ
失
給
ニ

ケ
リ
。

三
宮
、
今
ハ
ト
被
思
食
ケ
ル
ニ
、
同
三
年
七
月

七
日
、
堀
河
院
御
誕
生
ア
リ
。
同
年
十
一
月
三

日
、
親
王
ノ
宣
旨
被
下
ニ
ケ
レ
ハ
、
ト
ニ
カ
ク
ニ

三
宮
引
違
ラ
レ
給
ヘ
リ
。

堀
河
院
モ
八
歳
マ
テ
太
子
ニ
モ
タ
ヽ
セ
給
ハ
ス
、

親
王
ニ
テ
、
応
徳
三
年
十
一
月
廿
六
日
ニ
、
御
譲

ヲ
請
サ
セ
給
テ
、
ヤ
カ
テ
其
日
、
春
宮
ニ
立
セ
給

ヒ
、寛

治
三
年
正
月
五
日
、
御
歳
十
一
ニ
テ
御
元
服
ア

リ
ケ
リ
。
三
宮
ハ
御
位
ニ
コ
ソ
叶
ハ
ス
ト
モ
、
太
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寛
治
元
年
六
月
二
日
、
陽
明
門
院
ニ
テ
御
元
服
ハ

有
シ
カ
ド
モ
、
太
子
ノ
沙
汰
ニ
モ
及
バ
ズ
。

康
和
五
年
正
月
十
六
日
ニ
、
鳥
羽
院
御
誕
生
ア
リ

シ
カ
バ
、
イ
ツ
シ
カ
其
年
ノ
八
月
十
七
日
ニ
、
太

子
ニ
立
セ
給
ニ
シ
カ
バ
、
三
宮
ハ
思
召
切
テ
、

仁
和
寺
ノ
花
園
ト
云
所
ニ
籠
居
セ
サ
セ
給
タ
リ
ケ

ル
ニ
、
法
皇
ヨ
リ
、「
イ
カ
ニ
、
イ
ツ
ト
ナ
ク
サ

様
ニ
テ
ハ
マ
シ
マ
ス
ニ
カ
。
時
〴
〵
ハ
京
ナ
ド
ヘ

モ
出
サ
セ
給
ヘ
カ
シ
」
ナ
ド
、
細
々
ト
被
レ

仰
テ
、

国
、
庄
園
ナ
ド
ア
マ
タ
奉
ラ
セ
給
タ
リ
ケ
ル
。
御

返
事
ニ
ハ
、

　

有
レ

花
有
レ

獣
山
中
ノ

友　

無
レ

愁
無
レ

歓
世
上
ノ

情

ト
申
サ
セ
給
タ
リ
ケ
リ
。
惣
ジ
テ
詩
歌
管
絃
ノ
道

ニ
勝
テ
マ
シ
〳
〵
ケ
レ
バ
、
人
申
ケ
ル
ハ
、
中

〳
〵
世
ニ
モ
無
ク
官
モ
ヲ
ハ
セ
ヌ
人
ハ
、
院
内
ノ

御
事
ヨ
リ
モ
珍
シ
ク
思
奉
テ
、
人
参
リ
通
フ
輩
多

カ
リ
ケ
レ
バ
、
時
ノ
人
ハ
、「
三
宮
ノ
百
大
夫
」

ト
ゾ
申
ケ
ル
。

Ｇ　

カ
ヽ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
御
即
位
相
違
シ
テ
ケ
レ

バ
、
三
宮
イ
カ
バ
カ
リ
本
意
ナ
ク
被
二

思
食
一

ケ
メ

ド
モ
、
世
ノ
乱
ヤ
ハ
出
来
シ
。

④　

此
宮
ノ
御
子
花
園
左
大
臣
ヲ
、
白
河
院
ノ
御

前
ニ
テ
御
元
服
セ
サ
セ
進
セ
テ
、
源
氏
ノ
姓
ヲ
賜

ト
思
召
ケ
ル
ニ
、

寛
治
元
年
六
月
二
日
、
三
宮
陽
明
門
院
ニ
テ
御
元

服
有
シ
ニ
、
太
子
ノ
御
沙
汰
ニ
モ
及
バ
ザ
リ
シ
カ

バ
、

輔
仁
親
王
御
位
空
シ
テ
、

仁
和
寺
ノ
花
園
ト
云
所
ニ
住
セ
給
ケ
リ
。
白
川
法

皇
ヨ
リ
、「
何
ニ
、
イ
ツ
ト
ナ
ク
サ
程
ニ
引
籠
ラ

セ
給
ニ
カ
。
時
々
ハ
御
出
仕
ナ
ン
ド
モ
候
ベ
シ
」

ト
テ
、
国
庄
ア
マ
タ
被
レ

進
ケ
ル
。

御
返
事
ニ
、

　

有
レ

花
有
レ

獣
山
中
友
、
無
レ

愁
無
レ

歎
世
上
情

ト
申
サ
セ
給
タ
リ
。
ス
ベ
テ
詩
歌
管
絃
ニ
長
ジ
御

座
シ
カ
バ
、
世
ニ
モ
ナ
ク
官
モ
ナ
キ
人
々
ハ
、
院

内
ノ
御
事
ヨ
リ
モ
、
中
々
珍
シ
ク
奉
レ

思
テ
、
参

通
人
多
カ
リ
ケ
レ
バ
、

時
人
、「
三
宮
ノ
百
大
夫
」
ト
ゾ
申
ケ
ル
。

Ｇ　

御
位
相
違
有
シ
カ
共
、
世
ノ
乱
ハ
ナ
カ
リ
シ

者
ヲ
。

④　

三
宮
ノ
御
子
花
園
左
大
臣
有
仁
ヲ
、
白
川
院

ノ
御
前
ニ
テ
元
服
セ
サ
セ
進
セ
、
源
氏
ノ
姓
ヲ
奉

子
ニ
モ
ト
責
テ
ハ
被
思
食
ケ
レ
ト
モ
、
終
ニ
不
叶
。

寛
治
三〔
元
〕
年
六
月
二
日
、
三
宮
陽
明
門
院
ニ
テ
御

元
服
ア
リ
シ
カ
ト
モ
、

康
利﹇
和
﹈五
年
正
月
廿
六
日
、
鳥
羽
院
御
誕
生
ア
リ

テ
、
同
年
八
月
十
七
日
、
春
宮
ニ
タ
ヽ
セ
給
ニ
シ

カ
ハ
、
三
宮
太
子
ノ
御
沙
汰
ニ
モ
不
及
。
其
後
者
思

食
切
セ
給
ニ
ケ
リ
。
何
計
カ
無
本
意
モ
被
思
食
ケ
ム
。

サ
レ
ト
モ
、
仁
和
寺
ノ
花
園
ト
云
所
ニ
住
セ
給

ケ
ル
ニ
、
法
皇
ヨ
リ
、「
イ
カ
ニ
ト
、
イ
ツ
ト

ナ
ク
サ
ヤ
ウ
ニ
ハ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
カ
。
時
々
ハ
御

出
仕
ナ
ト
モ
候
ヘ
シ
」
ト
テ
、
国
、
庄
園
ナ
ト

ア
マ
タ
被
進
ケ
ル
。
御
返
事
ニ
、

　

有
花
有
獣
山
中
友　

無
愁
無
歎
世
之
情

ト
申
サ
セ
給
タ
リ
。
惣
ヘ
テ
詩
歌
管
絃
ノ
道
ニ
勝

テ
御
坐
ケ
レ
ハ
、
代
ニ
モ
ナ
ク
司
モ
ナ
キ
人
ハ々
、
院

内
ノ
御
事
ヨ
リ
、
中
〳
〵
メ
ツ
ラ
シ
ク
奉
思
テ
、

参
通
フ
人
多
リ
ケ
リ
。

時
人
、「
三
宮
百
大
夫
」ト
ソ
申
ケ
ル
。

Ｇ　

御
位
相
違
セ
サ
セ
給
シ
カ
ト
モ
、
世
ノ
乱

ハ
イ
テ
コ
サ
リ
ケ
リ
。

④　

此
宮
ノ
御
子
花
園
ノ
左
大
臣
有
仁
ヲ
、
白

河
院
ノ
御
前
ニ
テ
元
服
セ
サ
セ
奉
セ
ツ
ヽ
、
源
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ラ
セ
給
テ
、
無
位
ヨ
リ
一
度
ニ
三
位
シ
ツ
ヽ
、
軈

中
将
ニ
成
奉
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル
ハ
、
輔
仁
ノ
親
王
ノ

御
愁
ヲ
休
メ
、
且
ハ
後
三
条
院
ノ
御
遺
言
ヲ
恐
サ

セ
給
ケ
ル
故
ト
カ
ヤ
。
一
世
ノ
源
氏
、
無
位
ヨ
リ

三
位
シ
給
シ
事
ハ
、
嵯
峨
天
皇
ノ
御
子
陽
院
大
納

言
定
卿
ノ
外
ハ
不
二

承
及
一

。

⑤　

冷
泉
院
御
位
ノ
時
、
ウ
ツ
ヽ
御
心
モ
無
ク
物

狂
シ
ク
ノ
ミ
御
坐
ケ
レ
バ
、「
長
ラ
ヘ
テ
、
天
下

ヲ
知
食
事
イ
カ
ヾ
」
ト
思
ヘ
リ
ケ
ル
ニ
、
御
弟
ノ

染
殿
ノ
式
部
卿
ノ
宮
、
西
宮
ノ
左
大
臣
ノ
御
聟
ニ

テ
御
坐
シ
ケ
リ
。「
ヨ
キ
人
ニ
テ
渡
ラ
セ
給
」
ト

人
思
ヘ
リ
。
中
務
少
輔
橘
敏
延
、
僧
連
茂
、
千
晴

ナ
ド
ガ
、「
式
部
卿
宮
ヲ
取
奉
テ
、
東
国
ヘ
趣
テ
、

軍
兵
ヲ
語
ツ
ヽ
、
位
ニ
即
奉
ム
」
ト
、
右
近
馬
場

ニ
テ
、
夜
ナ
〳
〵
議
シ
ケ
ル
ヲ
、
多
田
満
仲
此
由

ヲ
奏
聞
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
西
宮
殿
ハ
被
レ

流
給
ニ

ケ
リ
。
西
宮
殿
ハ
知
給
ハ
ザ
リ
ケ
ル
ヲ
、
敏
延
ハ
、

「
幡〔
播
〕磨
国
給
ハ
ラ
ム
」、
連
茂
ハ
、「
一
度
ニ
僧
正

ニ
成
ラ
ン
」
ナ
ド
思
テ
、
カ
ヽ
ル
事
ヲ
思
ヒ
立
ニ

ケ
リ
。（
以
下
略
）

⑥　

白
河
院
ノ
御
子
ノ
金〔
令
〕子
ノ
内
親
王
ヲ
バ
、
二

ラ
セ
給
テ
、
無
位
ヨ
リ
一
度
ニ
三
位
シ
テ
、
ヤ
ガ

テ
中
将
ニ
ナ
シ
奉
ケ
リ
。
是
ハ
三
宮
輔
仁
親
王
ノ

御
怨
ヲ
休
奉
リ
、
又
後
三
條
院
ノ
御
遺
言
ヲ
モ
恐

サ
セ
給
ケ
ル
ニ
コ
ソ
。
一
世
ノ
源
氏
、
無
位
ヨ
リ

三
位
シ
給
事
ハ
、
嵯
峨
天
皇
ノ
御
子
揚
院
大
納
言

定
卿
ノ
外
、
無
二

其
例
一。

満
仲
讒
二

西
宮
殿
一

⑤　

冷
泉
院
御
位
ノ
時
、
覚
御
心
モ
ナ
ク
、
御
物

狂
ハ
シ
ク
ノ
ミ
御
座
ケ
レ
バ
、「
ナ
ガ
ラ
ヘ
テ
天

下
ヲ
知
召
サ
ン
事
モ
イ
カ
ヾ
」
ト
思
食
ケ
ル
ニ
、

御
弟
ノ
染
殿
式
部
卿
宮
ハ
、
西
宮
ノ
左
大
臣
ノ
御

婿
ニ
テ
オ
ハ
シ
ケ
ル
ヲ
、「
能
人
ニ
テ
渡
ラ
セ
給
」

ト
申
ケ
レ
バ
、
中
務
丞
橘
敏
延
、
僧
連
茂
、
多
田

ノ
満
仲
、
千
晴
ナ
ド
寄
合
テ
、「
式
部
卿
宮
ヲ
取

奉
テ
東
国
ヘ
赴
、
軍
兵
ヲ
起
、
即
レ

位
進
セ
ン
」
ト
、

右
近
ノ
馬
場
ニ
テ
夜
々
談
儀
シ
ケ
ル
程
ニ
、
満
仲

心
替
シ
テ
此
由
ヲ
奏
聞
シ
ケ
ル
ニ
依
テ
、
西
宮
殿

ハ
被
二

流
罪
一

給
ニ
ケ
リ
。
敏
延
ハ
、「
播
磨
国
ヲ

賜
ラ
ン
」、
連
茂
ハ
、「
一
度
ニ
僧
正
ニ
ナ
ラ
ン
」

ト
テ
、
係
事
ヲ
思
立
ケ
リ
。（
以
下
略
）

仁
寛
流
罪

⑥　

白
川
院
ノ
御
子
全〔
令
〕子
内
親
王
ヲ
バ
、
二
条
皇

氏
ノ
姓
ヲ
給
セ
テ
、
無
位
ヨ
リ
一
度
ニ
三
位
シ
テ
、

ヤ
カ
テ
中
将
ニ
成
シ
奉
ラ
レ
ケ
リ
。
是
ハ
三
宮
輔

仁
ノ
親
王
ノ
御
怨
ヲ
モ
伏﹇
休
﹈メ
奉
リ
、
又
御
三
条
院

ノ
遺
言
ヲ
モ
ヲ
チ
サ
セ
給
ケ
ル
ニ
コ
ソ
。
一
世

ノ
源
氏
、
無
位
ヨ
リ
三
位
シ
給
フ
事
ハ
、
嵯
峨
天

王
ノ
御
子
揚
成
（
マ
マ
）院
ノ
大
納
言
定
卿
ノ
外
、
其

例
無
ト
ソ
承
ル
。 

（
改
行
）

⑥　

白
河
院
ノ
御
子
全﹇
令
﹈
子
内
親
王
ヲ
ハ
、
二
条
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条
ノ
大
宮
ト
ゾ
申
ケ
ル
。

鳥
羽
院
ノ
位
ニ
即
セ
給
ケ
ル
ニ
、
御
母
代
ニ
テ
皇

后
宮
ト
テ
内
裏
ニ
渡
セ
給
ケ
ル
、
御
方
ニ
、
永
久

元
年
十
月
ノ
比
ロ

落
書
有
ケ
リ
。「
醍
醐
ノ
勝
覚
僧

都
ノ
童
ニ
千
寿
丸
ト
申
ガ
、
人
ノ
語
ニ
ヨ
リ
テ
、

君
ヲ
犯
シ
マ
イ
ラ
セ
ム
ト
テ
、
常
ニ
内
裏
ニ
タ
ヽ

ズ
ミ
ア
リ
ク
」
ト
申
ケ
リ
。
皇
后
宮
ノ
御
方
ヨ
リ

此
落
書
ヲ
白
河
院
ヘ
進
ラ
セ
サ
セ
給
タ
リ
ケ
レ
バ
、

法
皇
大
ニ
驚
セ
給
ヒ
ツ
ヽ
、
検
非
違
使
盛
重
ニ
仰

テ
、
此
千
寿
丸
ヲ
搦
テ
被
レ

問
ケ
レ
バ
、「
醍
醐
ノ

仁
寛
阿
闍
梨
ガ
語
ヒ

也
」
ト
申
。

彼
ノ
仁
寛
ハ
是
、
三
宮
ノ
御
持
僧
ナ
リ
ケ
リ
。
或

ハ
上
童
ノ
体
ニ
モ
テ
ナ
シ
、
或
ハ
内
侍
ノ
亮
ヲ
フ

ル
マ
ヒ
テ
、
年
々
ヨ
ナ
〳
〵
便
宜
ヲ
伺
ヒ
ケ
レ
ド

モ
、
掛
ク
モ
忝
ナ
シ
、
ナ
ジ
カ
ハ
本
意
モ
遂
ベ
キ
。

イ
マ
〳
〵
シ
ト
モ
云
ハ
カ
リ
ナ
シ
。
盛
重
ヲ
以
テ

仁
寛
ヲ
被
レ

尋
。
仁
寛
承
伏
申
ケ
ル
上
ハ
、
法
家

ニ
仰
付
テ
罪
名
ヲ
勘
ル
。
法
家
勘
状
ヲ
以
テ
、
公

卿
僉
議
ア
リ
。

罪
ミ

斬
刑
ニ
ア
タ
レ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
死
罪
一
等
ヲ

減
ジ
テ
、
遠
流
被
レル

定
メ

。
仁
寛
ヲ
バ
伊
豆
国
ヘ
遣

ハ
ス
。
千
寿
丸
ヲ
バ
佐
渡
国
ヘ
遣
シ
テ
ケ
リ
。
サ

シ
モ
ノ
重
過
ノ
者
ヲ
宥
ラ
レ
ケ
ル
事
コ
ソ
、
皇
化

ト
覚
テ
ヤ
サ
シ
カ
リ
ケ
ル
御
事
ナ
レ
。
大
蔵
卿
為

太
后
宮
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
鳥
羽
院
ハ
康
和
五
年
正
月

十
六
日
ニ
御
誕
生
、
同
八
月
十
七
日
ニ
東
宮
ニ
立

セ
給
テ
、

嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
、
御
年
五
歳
ニ
テ
位
ニ
即

セ
給
ケ
レ
バ
、
御
母
代
ト
テ
内
裏
ニ
渡
ラ
セ
給
ケ

ル
ニ
、
其
御
方
ニ
、
永
久
元
年
十
月
ノ
比
落
書
ア

リ
。
折
節
怪
童
ノ
有
ケ
ル
ヲ
搦
テ
問
ケ
レ
バ
、
醍

醐
ノ
勝
覚
僧
都
ノ
童
千
手
丸
也
。「
人
ノ
語
ニ
依

テ
、
侵
レ

君
進
セ
ン
ト
テ
、
常
ニ
内
裏
ニ
タ
ヽ
ズ

ム
ナ
リ
」
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
法
皇
大
ニ
驚
思
食
、
検

非
違
使
盛
重
ニ
仰
テ
、
千
手
丸
ヲ
被
二

推
問
一。「
醍

醐
寺
ノ
仁
寛
阿
闍
梨
ガ
語
也
」
ト
申
ス
。

彼
仁
寛
ハ
、
三
宮
ノ
御
持
僧
也
。「
御
位
ノ
御
宿

願
ヲ
遂
サ
セ
給
ハ
ン
ガ
為
ニ
、
或
青
童
ノ
皃
、
或

内
侍
ノ
形
ニ
テ
、
日
夜
ニ
奉
レ

伺
二

便
宜
一

キ
。
不
レ

叶
シ
テ
今
カ
ク
成
侍
ヌ
」
ト
ゾ
落
タ
リ
ケ
ル
。
ヤ

ガ
テ
仰
二

盛
重
一

仁
寛
ヲ
召
捕
テ
、
公
卿
僉
議
ア
リ
。

罪
斬
刑
ニ
当
ル
ト
イ
ヘ
共
、
死
罪
一
等
ヲ
減
ジ
テ
、

遠
流
ニ
定
、
仁
寛
ヲ
バ
伊
豆
国
、
千
手
丸
ヲ
バ
佐

渡
国
ヘ
ゾ
被
レ

流
ケ
ル
。サ
シ
モ
重
科
ノ
者
ナ
レ
共
、

カ
ク
被
レ

寛
ケ
ル
事
、
皇
化
ト
覚
テ
止
事
ナ
シ
。

其
上
、
縁
者
ノ
沙
汰
ア
リ
ケ
ル
ヲ
、
大
蔵
卿
為
房

ノ
皇
太
后
宮
ト
ソ
申
ケ
ル
。
鳥
羽
院
ハ
、
康
和

五
年
正
月
十
六
日
ニ
御
誕
生
。
同
八
月
十
七
日

ニ
春
宮
ニ
立
セ
給
フ
。

嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
、
御
年
五
歳
ニ
テ
位
ニ
即

セ
給
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
御
母
代
ト
テ
内
裏
ニ
坐
セ
給

ケ
ル
ニ
、
其
御
方
ニ
、
永
久
元
年
十
月
比
、
落
事﹇
書
﹈

ア
リ
。「
醍
醐
ニ
勝
覚
僧
都
ノ
童
千
手
丸
ト
云
者

ア
リ
。
人
ノ
語
ニ
ヨ
テ
、
君
ヲ
ヲ
カ
シ
奉
セ
ム
ト

テ
、
常
ニ
内
裏
ニ
タ
ヽ
ス
ミ
テ
候
也
」
ト
ソ
申

タ
ル
。
此
落
事﹇
書
﹈ノ
院
へ
進
セ
御
坐
シ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、

白
河
法
皇
大
ニ
驚
セ
御
坐
テ
、
検
非
違
使
盛
重

ニ
仰
テ
、
千
手
丸
ヲ
搦
取
テ
推
問
セ
ラ
レ
ケ
レ
ハ
、

「
醍
醐
仁
寛
阿
闍
梨
カ
語
ナ
リ
」
ト
申
ケ
リ
。

カ
ノ
仁
寛
ハ
、
三
宮
ノ
御
持
僧
也
。「
其
ノ
御
宿

意
ヲ
遂
カ
為
ニ
、
彼
童
、
或
ハ
上
童
ノ
形
、
或
内

侍
ノ
形
ニ
テ
、日
々
夜
ニ々
便
宜
ヲ
伺
候
ツ
レ
ト
モ
、

不
叶
シ
テ
、
今
カ
ク
成
候
ヌ
」
ト
ソ
落
タ
リ
ケ
ル
。

ヤ
カ
テ
盛
重
ニ
仰
テ
、
仁
覚
ヲ
召
取
テ
、
法
家
ニ

下
テ
罪
名
ヲ
勘
フ
。
其
勘
状
ヲ
以
テ
ハ
、
公
卿
僉

儀
ア
リ
。

断
罪
ニ
ア
タ
ウ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
死
罪
ヲ
留
テ
、
遠

流
ニ
被
定
。
仁
寛
ヲ
ハ
伊
豆
国
へ
遣
シ
、
千
手

丸
ヲ
ハ
佐
渡
へ
遣
ス
。
サ
レ
ト
モ
死
罪
ニ
モ
不
被

行
、
被
定
遠
流
ニ
ケ
ル
コ
ソ
、
皇
化
ト
覚
テ
止

事
ナ
シ
。
縁
者
ノ
沙
汰
ア
リ
ケ
ル
ヲ
ハ
、
大
蔵
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房
参
議
シ
テ
、僉
議
ノ
座
ニ
候
ハ
レ
ケ
ル
ガ
、「
父

母
兄
弟
ハ
死
罪
ニ
不
レ

可
レ

及
」
ト
被
レ

申
ケ
レ
バ
、

諸
卿
、「
尤
可
レ

然
」
之
由
、
一
同
ニ
被
レ

申
テ
、

縁
座
ニ
及
バ
ザ
リ
ケ
リ
。
彼
為
房
卿
ハ
、
君
ノ
為

ニ
忠
ア
リ
、
人
ノ
為
ニ
仁
ヲ
ハ
シ
ケ
リ
。
サ
レ
バ

今
子
孫
ノ
繁
昌
シ
給
モ
理
ナ
リ
。

Ｉ　

此
ヲ
バ
非
職
ノ
輩
オ
ホ
ケ
ナ
キ
事
ヲ
思
企
タ

リ
ケ
リ
。
今
ノ
三
位
入
道
ノ
思
立
レ
ケ
ム
ハ
、
是

ニ
ハ
似
ル
ベ
キ
事
ナ
ラ
ネ
ド
モ
、
遂
ニ
前
途
ヲ

不
レ

達
セ

シ
テ
、
宮
ヲ
失
ヒ
奉
リ
、
我
身
モ
滅
ヌ
ル

事
コ
ソ
、
返
〴
〵
モ
ア
サ
マ
シ
ケ
レ
。

廿
七　

法
皇
ノ
御
子
之
事

六
条
殿
ト
申
女
房
ノ
御
腹
ニ
、
法
皇
ノ
御
子
ノ
御

座
ケ
ル
ヲ
バ
、
兵
部
大
夫
時
行〔
信
〕御
娘
、
故
建
春
門

院
ノ
御
子
ニ
養
マ
イ
ラ
セ
テ
、
七
歳
ニ
テ
、
去
ジ

安
元
々
年
七
月
五
日
、座
主
宮
ノ
御
坊
ヘ
奉
レ

入
テ
、

釈
子
ニ
定
ラ
セ
給
タ
レ
ド
モ
、
未
ダ

御
出
家
無
リ

参
議
ニ
テ
、
僉
議
ノ
座
ニ
オ
ハ
シ
ケ
ル
ガ
、「
加

程
ノ
悪
逆
必
シ
モ
父
母
兄
弟
ノ
結
構
ニ
ア
ラ
ジ
、

然
者
不
レ

可
レ

及
二

罪
科
一

歟
」
ト
被
レ

申
タ
リ
ケ
レ

バ
、

当
座
諸
卿
、
皆
、「
為
房
卿
ノ
議
ニ
同
ズ
」
ト
テ
、

縁
者
ノ
沙
汰
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。「
為
レ

君
ニ
忠
ア
リ
、

為
レ

人
ニ
仁
ア
リ
、
為
房
卿
、
子
孫
繁
昌
シ
給
モ

理
也
」
ト
ゾ
人
申
ケ
ル
。

Ｈ　

昔
モ
浅
増
キ
様
ア
リ
ケ
レ
共
、
及
二

子
孫
一

事

ハ
ナ
カ
リ
キ
。
高
倉
宮
討
レ
サ
セ
給
ヌ
レ
バ
、
今

ハ
何
条
事
カ
ハ
有
ベ
キ
ナ
レ
ド
モ
、
小
宮
々
モ
角

成
セ
給
ケ
ル
コ
ソ
糸
惜
ケ
レ
。

六
条
殿
ト
申
女
房
ノ
御
腹
ニ
、
法
皇
ノ
御
子
オ
ハ

シ
ケ
リ
。
故
建
春
門
院
ノ
御
子
ニ
シ
進
テ
、
七
歳

ニ
テ
安
元
々
年
七
月
五
日
、
天
台
座
主
快
修
僧
正

ノ
御
房
ヘ
入
進
テ
、
釈
子
ニ
定
マ
シ
〳
〵
ケ
レ
共
、

未
御
出
家
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
高
倉
宮
モ
角
成
給
ヌ
、

卿
為
房
参
議
シ
テ
、
僉
儀
ノ
庭
ニ
候
ケ
ル
カ
、

「
父
母
兄
弟
不
可
為
罪
科
」
ト
被
申
ケ
レ
ハ
、

当
座
ノ
諸
卿
、「
為
房
卿
ノ
儀
ニ
同
ス
」
ト
ソ

ア
リ
ケ
ル
。
縁
者
ノ
沙
汰
ニ
及
サ
リ
ケ
リ
。
イ

ミ
シ
カ
リ
シ
御
代
ノ
政
也
。「
彼
為
房
卿
ハ
、

公
ノ
為
ニ
忠
ア
リ
、
人
ノ
為
ニ
仁
ア
リ
。
子
孫

繁
昌
シ
給
モ
理
也
」
ト
ソ
人
申
ケ
ル
。 （
改
行
）

５六
条
殿
ト
申
ケ
ル
女
房
ノ
御
腹
ニ
、
法
皇
ノ
御

子
御
坐
ケ
リ
。
故
建
春
門
院
ノ
御
子
ニ
マ
イ
ラ

セ
テ
、
七
歳
ニ
テ
安
元
々
年
七
月
五
日
、
天
台

座
主
快
修
権
僧
正
御
房
ヘ
入
レ
マ
イ
ラ
セ
サ
セ

給
テ
、
釈
子
ニ
定
リ
坐
シ
ケ
レ
ト
モ
、
未
御
出



162

シ
ガ
、
高
倉
宮
カ
ク
成
セ
給
テ
、
御
公
達
マ
デ
穴

グ
リ
求
ラ
レ
ケ
レ
バ
、「
穴
恐
シ
」
ト
テ
、
日
次

ノ
善
悪
ニ
モ
及
ズ
、
ア
ハ
テ
ヽ
御
グ
シ
剃
オ
ロ
シ

奉
ニ
ケ
リ
。
今
年
ハ
十
二
歳
ニ
ゾ
成
セ
給
フ
。

カ
ヽ
ル
世
ノ
乱
ナ
レ
バ
、
御
受
戒
ノ
沙
汰
ニ
モ

不
レ

及
、
沙
弥
ニ
テ
ゾ
ワ
タ
ラ
セ
給
ヒ
ケ
ル
。

Ｊ　

風
吹
バ
木
不
レ

安
ラ

心
地
シ
テ
、
余
所
マ
デ
モ

苦
シ
カ
リ
ケ
リ
。
為
レ

身
ノ

、
為
レ

人
ノ

、
無
レ

由
事

引
出
タ
リ
ケ
ル
頼
政
哉
。

廿
八　

頼
政
ヌ
ヘ
射
ル
事　

付
三
位
ニ
叙
セ
シ
事 

其
御
子
達
モ
捜
取
レ
サ
セ
給
ト
聞
エ
ケ
レ
バ
、

「
穴
恐
」
ト
テ
、
日
次
ノ
御
沙
汰
ニ
モ
不
レ

及
、
周

章
騒
テ
剃
落
シ
進
ケ
リ
。
今
年
ハ
十
二
歳
ニ
ゾ
成

セ
給
。
係
乱
ノ
世
也
ケ
レ
バ
、
無
二

御
受
戒
一、
只

沙
弥
ニ
テ
ゾ
御
座
シ
ケ
ル
。

６
円
満
院
大
輔
登
山
（
省
略
）

三
位
入
道
歌
等

Ａ　

源
三
位
入
道
ハ
ユ
ヽ
シ
ク
計
ヒ
申
タ
リ
ケ
レ

共
、
遠
国
ノ
者
マ
デ
ハ
不
レ

及
レ

云
、
近
国
ノ
源
氏

ダ
ニ
モ
悤
ギ
打
上
ル
一
人
モ
ナ
シ
、
山
門
ノ
大
衆

ハ
心
替
シ
ツ
。
不
レ

遂
二

其
先
途
一。

Ｊ　
「
風
吹
バ
木
不
レ

安
ト
、
世
ノ
煩
、
人
ノ
歎
、

為
レ

身
為
レ

家
無
レ

由
事
申
勧
マ
ヒ
ラ
セ
テ
亡
ヌ
ル

者
カ
ナ
」
ト
、
貴
賤
口
々
ニ
申
ケ
リ
。

家
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
高
倉
宮
モ
カ
ク
成
セ
給
ヌ
、

御
子
達
モ
、
ア
ナ
ク
リ
ト
ラ
レ
サ
セ
給
ト
聞
ヘ

ケ
レ
ハ
、「
穴
恐
」
ト
テ
、
日
次
ノ
善
悪
ノ
沙

汰
ニ
モ
及
ハ
ス
、
周
章
騒
テ
剃
落
シ
奉
ケ
リ
。

今
年
ハ
十
二
歳
ニ
成
セ
給
ヘ
リ
。
カ
ヽ
ル
乱
ノ

世
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
御
受
戒
モ
ナ
シ
、
只
沙
弥
ニ

テ
ソ
御
坐
ケ
ル
。

Ｊ　
「
風
吹
ハ
木
安
カ
ラ
ス
ト
、
ヨ
ソ
マ
テ
モ

心
ク
ル
シ
カ
リ
ケ
リ
。
世
ノ
為
、
人
ノ
為
、
身

ノ
為
、
家
ノ
為
、
無
由
事
ヲ
申
勧
マ
イ
ラ
セ
テ

亡
ニ
ケ
ル
三
位
入
道
カ
ナ
」
ト
、
貴
賤
上
下

口
々
ニ
訇
リ
ア
エ
リ
。

Ａ　

ユ
ヽ
シ
ク
コ
ソ
申
シ
カ
ト
モ
、
遠
国
マ
テ

ハ
不
及
申
、
近
国
ノ
者
タ
ニ
モ
一
人
モ
打
上
セモ

ナ
シ
、
山
門
大
衆
タ
ニ
モ
心
替
シ
テ
シ
カ
ハ
、

不
及
力
。

７
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禍
虫

（
以
下
、
鵺
退
治
は
一
方
系
本
文
か
ら
の
混
態
の

た
め
、
禍
虫
は
独
自
記
事
の
た
め
に
省
略
）

彼
入
道
ト
申
ハ
、
清
和
帝
ノ
第
六
皇
子
貞
純
親
王

ノ
二
代
ノ
苗
裔
、
多
田
新
発
満
仲
ガ
子
、
摂
津
守

頼
光
ガ
三
代
ノ
後
胤
、
参
河
守
頼
綱
ガ
孫
、
兵
庫

頭
仲
正
ガ
子
也
。
保
元
ノ
合
戦
ノ
時
、
御
方
ニ
テ

一
方
ノ
先
陣
ヲ
賜
リ
凶
徒
ヲ
退
タ
リ
ケ
レ
ド
共
、

指
ル
勲
功
ノ
賞
ニ
モ
不
レ

預
、
怨
ヲ
含
ナ
ガ
ラ
、

大
内
ノ
守
護
シ
テ
年
久
ク
成
、
地
下
ニ
ノ
ミ
シ
テ

殿
上
ヲ
ユ
リ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、

ⓐ　

人
シ
レ
ヌ
オ
ホ
内
山
ノ
山
モ
リ
ハ

　
　

木
隠
テ
ノ
ミ
月
ヲ
見
カ
ナ

ト
読
テ
進
ミ
タ
リ
ケ
レ
バ
、「
不
便
ナ
リ
」
ト
テ
、

四
位
シ
テ
昇
殿
ヲ
免
ル
。

始
テ
殿
上
ヲ
通
リ
ケ
ル
ニ
、
ア
ル
女
房
ノ
、

ⓑ　

ツ
キ
〴
〵
シ
ク
モ
ア
ユ
ブ
モ
ノ
カ
ナ

ト
云
タ
リ
ケ
レ
バ
、
頼
政
ト
リ
ア
ヘ
ズ
、

　
　

イ
ツ
シ
カ
ニ
雲
ノ
上
ヲ
バ
踏
ナ
レ
テ

ト
申
タ
リ
ケ
レ
バ
、
優
ニ
甲
斐
〳
〵
シ
ト
感
ジ
ケ

リ
。

又
、
四
位
ノ
殿
上
人
ニ
テ
久
世
ニ
仕
エ
奉
ケ
ル
ニ
、

述
懐
仕
テ
、

ⓓ　

上
ル
ベ
キ
タ
ヨ
リ
ナ
ケ
レ
バ
木
ノ
本
ニ

彼
三
位
入
道
ハ
、
清
和
帝
ノ
第
六
ノ
皇
子
貞
純

親
王
ノ
三
代
ノ
後
胤
、
参
河
守
頼
綱
カ
孫
、
兵

庫
頭
仲
正
カ
子
也
。
保
元
合
戦
之
時
、
御
方
ニ

テ
一
方
ノ
先
陣
ヲ
給
リ
、
凶
徒
ヲ
退
ケ
タ
リ
ケ

レ
ト
モ
、
サ
セ
ル
勲
功
賞
ニ
モ
不
預
。
又
、
平

治
逆
乱
ノ
時
モ
、
親
類
ヲ
奇﹇
弃
﹈テ
御
方
ヘ
参
タ
リ

シ
カ
ト
モ
、
恩
賞
疎
ナ
リ
シ
カ
ハ
、
怨
ヲ
含
テ

ア
リ
シ
ホ
ト
ニ
、
大
内
ノ
守
護
シ
テ
年
久
ク
ナ

リ
シ
カ
ト
モ
、
殿
上
ヲ
ユ
ル
サ
レ
サ
リ
ケ
レ
ハ
、

年
タ
ケ
齢
傾
テ
後
、
二
条
院
ノ
行
幸
ア
リ
ケ
ル

夜
、
月
ノ
明
カ
ナ
リ
ケ
ル
ニ
、
述
懐
ノ
和
歌
一

首
仕
テ
ソ
、
殿
上
ヲ
ハ
被
免
タ
リ
ケ
ル
。

ⓐ　

人
シ
レ
ス
大
内
山
ノ
々
守
ハ

　
　

木
カ
ク
レ
テ
ノ
ミ
月
ヲ
見
カ
ナ

ト
ヨ
ミ
テ
進
セ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
四
位
シ
テ
昇
殿

ヲ
許
サ
レ
ケ
リ
。

始
テ
殿
上
ヲ
通
ケ
ル
ニ
、
或
女
房
、

ⓑ　

月
〳
〵
シ
ク
モ
サ
シ
ア
ユ
ム
カ
ナ

ト
云
カ
チ﹇
ケ
﹈タ
リ
ケ
ル
ニ
、
頼
政
聞
モ
ア
エ
ス
、

　
　

イ
ツ
シ
カ
ニ
雲
ノ
上
ヲ
ハ
フ
ミ
ナ
レ
テ

ト
付
タ
リ
ケ
リ
。
聞
ニ
合
テ
、
優
ニ
カ
ヒ
〳
〵

シ
ク
ト
ソ
感
シ
ケ
ル
。

是
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
法
皇
、
梧
火
桶
ニ
「
頼
政
」

ト
事〔
書
〕付
サ
セ
給
テ
、「
是
ヲ
隠
題
ニ
テ
歌
読
テ
進

セ
ヨ
」
ト
仰
ヲ
蒙
テ
、
カ
ク
ソ
ヨ
ミ
タ
リ
ケ
ル
。
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椎
ヲ
拾
テ
世
ヲ
渡
哉

ト
申
タ
リ
ケ
ル
ニ
依
テ
、
七
十
五
ニ
テ
三
位
ヲ

被
レ

免
テ
後
、
前
途
既
ニ
遂
ヌ
ト
テ
出
家
シ
テ
、

源
三
位
入
道
ト
モ
イ
ハ
レ
ケ
リ
。

大
方
此
頼
政
ハ
、
歌
ニ
於
テ
ハ
手
広
者
ニ
ゾ
被
二

思
召
一

ケ
ル
。
鳥
羽
院
御
時
ニ
、
宇
治
河
・
藤
鞭
・

桐
火
桶
・
頼
政
ト
、
四
題
ヲ
下
サ
セ
給
、「
一
首

ニ
隠
シ
テ
進
ヨ
」
ト
勅
定
ア
リ
ケ
ル
ニ
、

ⓒ　

宇
治
川
ノ
セ
ヾ
ノ
淵
々
落
タ
ギ
リ

　
　

ヒ
ヲ
ケ
サ
イ
カ
ニ
寄
マ
サ
ル
ラ
ン

ト
申
タ
リ
ケ
レ
バ
、
時
ノ
人
々
、「
我
々
ハ
一
ノ

題
ヲ
ダ
ニ
モ
一
首
ニ
隠
ハ
ユ
ヽ
シ
キ
大
事
ナ
ル
ニ
、

ア
マ
タ
ノ
題
ヲ
程
ナ
ク
仕
タ
ル
事
、
実
ニ
難
レ

有
」

ト
感
ジ
申
ケ
リ
。
君
モ
、「
イ
ミ
ジ
ク
仕
タ
リ
」
ト
、

叡
感
有
ケ
リ
。

菖
蒲
前
（
省
略
）

三
位
入
道
芸
等
（
頼
政
宝
剣
で
石
を
切
る
話　

省
略
）

後
白
川
院
第
一
御
子
ヲ
バ
二
条
院
ト
ゾ
申
ケ
ル
。

去
久
寿
二
年
九
月
廿
三
日
、
御
歳
十
三
ニ
テ
、
春

宮
ニ
立
セ
御
座
シ
、
保
元
三
年
八
月
十
一
日
、
御

年
十
六
ニ
テ
御
即
位
ア
リ
ケ
ル
ガ
、
平
治
二
年
ノ

夏
ノ
始
ヨ
リ
御
不
予
ノ
御
事
マ
シ
〳
〵
ケ
リ
。
五

月
上
旬
ノ
比
ハ
、
御
悩
コ
ト
ノ
外
ニ
取
頻
ラ
セ
給

ⓒ　

宇
治
河
ノ
瀬
々
ノ
岩
波
ヲ
チ
タ
キ
リ

　
　

ヒ
ヲ
ケ
サ
イ
カ
ニ
ヨ
リ
マ
サ
ル
ラ
ム

ト
仕
テ
進
タ
リ
ケ
リ
。

勧
賞
被
行
ト
思
食
ケ
ル
ニ
、
又
、
述
懐
仕
テ
進

タ
リ
。
折
節
、
四
位
殿
上
人
ニ
テ
ア
リ
ケ
レ
ハ
、

ⓓ　

ノ
ホ
ル
ヘ
キ
タ
ヨ
リ
ナ
ケ
レ
ハ
コ
ノ
モ
ト
ニ

　
　

シ
イ
ヲ
ヒ
ロ
ヒ
テ
世
ヲ
渡
カ
ナ

ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
七
十
五
ニ
テ
三
位
ヲ
免
ケ
リ
。

８誠
此
人
、
一
期
ノ
高
名
ト
覚
シ
事
ハ
、
後
白
河

院
ノ
第
一
ノ
御
子
ヲ
ハ
二
条
院
ト
ソ
申
ケ
ル
。

久
寿
二
年
九
月
廿
三
日
ニ
、
御
歳
十
三
ニ
テ
、

春
宮
ニ
立
セ
マ
シ
〳
〵
、
保
元
三
年
八
月
十
一

日
ニ
、
御
歳
十
六
ニ
テ
御
即
位
ア
リ
ケ
ル
ニ
、

応
保
ノ
比
、
御
心
地
例
ナ
ラ
ヌ
御
事
ニ
テ
、
夜
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テ
、
夜
深
人
定
ル
程
ニ
ハ
、
俄
ニ
必
ヲ
ビ
ヘ
タ
マ

ギ
ラ
セ
給
ケ
リ
。

異
説
云
、
仁
安
元
年
ノ
春
ノ
比
、
可
レ

有
二

春

宮
御
即
位
一

由
有
二

其
沙
汰
一。
此
東
宮
ト
申
ハ

高
倉
院
ノ
御
事
也
。
五
条
高
倉
ニ
栖
セ
給
ケ

レ
バ
高
倉
宮
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
同
年
四
月
中
旬

ヨ
リ
宮
御
悩
ア
リ
ト
云
云
。

一
院
不
レ

斜
歎
思
食
テ
、
諸
寺
諸
山
ニ
シ
テ
御
祈

ヲ
始
メ
、
医
師
ニ
仰
テ
御
薬
ヲ
勧
メ
参
セ
ケ
レ
共
、

更
ニ
其
験
マ
シ
マ
サ
ズ
見
エ
ケ
レ
バ
、
東
三
条
ノ

森
ヨ
リ
黒
雲
一
叢
立
来
、
南
殿
ノ
上
ニ
引
覆
、
鵼

ト
云
鳥
ノ
音
ヲ
鳴
時
ニ
、
必
振
タ
マ
ギ
ラ
セ
給
ヒ

ケ
リ
。

天
下
ノ
大
ナ
ル
歎
也
ケ
レ
バ
、
日
夜
ニ
諸
卿
参
内

ア
リ
テ
、
各
僉
議
ア
リ
。「
有
験
ノ
験
者
ニ
テ

可
レ

奉
レ

祈
歟
、
以
二

博
士
一

可
レ

送
歟
」
ナ
ン
ド
取
々

ニ
被
レ

申
ケ
ル
ニ
、
徳
大
寺
左
大
臣
公
能
ノ
被
レ

申

ケ
ル
ハ
、「
目
ニ
不
レ

見
物
ナ
ラ
バ
可
二

祈
祭
一。
是

ハ
目
ノ
当
也
、
弓
ノ
上
手
ヲ
以
テ
射
サ
ス
ベ
キ
歟
。

其
故
ハ
、
去
寛
治
年
中
ニ
、
堀
川
院
御
悩
ノ
事
御

座
キ
。
療
治
モ
祈
禱
モ
叶
ハ
ザ
リ
ケ
ル
ニ
、
公
卿

僉
議
ア
リ
テ
、
此
御
悩
非
二

直
事
一、
以
二

武
士
一

大

内
ヲ
可
二

警
固
一

ト
テ
、
八
幡
太
郎
義
家
ニ
仰
ス
。

義
家
蒙
レ

勅
テ
、
甲
冑
ヲ
着
シ
弓
箭
ヲ
帯
シ
テ
、

南
庭
ニ
立
跨
、
殿
上
ヲ
睨
テ
高
声
ニ
、『
清
和
ノ

深
ク
人
定
ル
程
ニ
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
俄
ニ
ヲ
ヒ
エ

給
ケ
リ
。

度
々
重
リ
ケ
レ
ハ
、
一
院
ヲ
始
奉
テ
、
天
下
ノ

騒
キ
不
斜
、
諸
寺
諸
山
ニ
シ
テ
御
祈
始
、
医
家

ニ
仰
テ
御
薬
ヲ
ス
ヽ
メ
マ
イ
ラ
セ
ケ
レ
ト
モ
、

更
験
シ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
ア
ル
ヲ
リ
、
見
ハ
、
東

三
条
ノ
木〔
森
〕村
ヨ
リ
黒
雲
一
村
漏
出
テ
、
御
殿
ノ

棟
ノ
上
ニ
カ
カ
リ
、
ヌ
ヱ
ト
云
鳥
ノ
音
ノ
ス
ル

時
、
必
ス
ヲ
ヒ
エ
サ
セ
給
ケ
リ
。

此
事
イ
カ
ヽ
有
ヘ
キ
ト
、
公
卿
僉
儀
ア
リ
。

「
寛
治
ノ
比
、
堀
河
院
如
然
ク
夜
々
ワ
ツ
ラ
ハ

セ
御
坐
ケ
ル
ニ
ハ
、
武
士
ニ
仰
テ
警
固
可
有
由
、

諸
卿
定
メ
申
サ
レ
シ
ニ
ヨ
テ
、
其
時
、
将
軍
八

幡
太
郎
義
家
ニ
仰
テ
、
宣
旨
ヲ
承
テ
、
香
ノ
将﹇
狩
﹈

衣
ニ
山
鳥
ノ
尾
ノ
、
征
矢
ノ
以
外
ニ
フ
ル
ヒ
タ

ル
ニ
、
塗
籠
籐
ノ
弓
ノ
拳
太
ナ
ル
ニ
テ
、
南
殿
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帝
ニ
ハ
四
代
ノ
孫
、
多
田
新
発
満
仲
ガ
三
代
ノ
後

胤
、
伊
予
守
頼
義
入
道
ガ
嫡
男
、
前
陸
奥
守
源
義

家
大
内
ヲ
守
護
シ
奉
、
イ
カ
ナ
ル
悪
霊
・
鬼
神
也

ト
モ
、
争
望
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
、
罷
退
ケ
』
ト
名
乗
懸

テ
、
弓
ノ
絃
ヲ
三
度
鳴
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
殿
上
モ

階
下
モ
身
毛
竪
テ
覚
ケ
ル
ニ
、
御
悩
忽
ニ
癒
サ
セ

給
ケ
リ
。
去
バ
是
ハ
怪
鳥
カ
変
化
カ
、
目
ニ
顕
タ

ル
者
也
、
以
二

武
士
一

射
サ
ス
ベ
キ
也
」
ト
ゾ
被
二

勘
申
一

ケ
ル
。
大
臣
・
公
卿
、「
此
義
尤
可
レ

然
」

ト
テ
、
弓
ノ
上
手
ヲ
勝
ラ
レ
ケ
リ
。「
源
平
ノ
中

ニ
何
ナ
ル
ベ
キ
ゾ
」
ト
義
定
有
ケ
ル
ニ
、

（
石
川
次
郎
秀
廉
、
勅
命
を
辞
し
、
面
目
を
失
う　

省
略
）

其
後
誰
ヲ
カ
ト
有
二

僉
議
一。
関
白
殿
ノ
仰
ニ
、「
頼

光
ガ
末
葉
頼
政
、
器
量
ノ
仁
ニ
当
レ
リ
」
ト
テ
、

源
兵
庫
頭
ヲ
召
レ
ケ
リ
。
頼
政
ハ
、「
例
ノ
歌
道

ノ
御
会
ニ
ヤ
」
ト
テ
、
木
賊
色
ノ
狩
衣
ニ
ナ
リ
、

見
澄
シ
テ
参
タ
リ
。「
深
夜
ニ
臨
テ
媚
物
ア
リ
、

玉
体
ヲ
奉
レ

侵
。
及
二

其
期
一、
明
見
仕
」
ト
仰
ケ
レ

バ
、
頼
政
畏
、「
承
候
ヌ
」
ト
テ
御
前
ヲ
罷
立
テ
、

近
衛
川
原
ノ
宿
所
ニ
帰
ル
。
本
ノ
装
束
脱
替
テ
、

朝
敵
ヲ
鎮
ル
皃
ニ
ゾ
出
立
ケ
ル
。
生
衣
ノ
捻
重
ニ

黄
ナ
ル
大
口
、
葉
早
黄
色
ノ
直
垂
ヲ
ゾ
著
タ
リ
ケ

ル
。
彼
直
垂
ニ
ハ
、
左
ノ
肩
ニ
ハ
八
幡
大
菩
薩
ト

縫
、
右
ノ
肩
ニ
ハ
山
鳩
ヲ
ゾ
縫
タ
リ
ケ
ル
。
産
衣

ト
云
鎧
ヲ
著
テ
、
男
山
三
度
奉
二

伏
拝
一、
其
後
鎧

ノ
大
床
ニ
候
シ
テ
、
御
悩
ノ
刻
限
ニ
及
テ
、

弦
ウ
チ
ス
ル
事
、
三
ケ
度
ノ
後
、「
前
陸
奥
守

源
義
家
」
ト
、
タ
カ
ラ
カ
ニ
三
ケ
度
ナ
ノ
ル
。

弦
カ
テ
ノ
音
モ
、
名
乗
音
ト
モ
、
御
所
中
ニ
響

ワ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
皆
人
身
ノ
毛
ヨ
タ
チ
ケ
リ
。

即
御
悩
ヲ
コ
タ
ラ
セ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ニ
ケ
リ
。
然

者
、
任
住﹇
佳
﹈例
、
今
度
モ
武
士
ヲ
モ
テ
、
警
固
有
」

ト
テ
、
左
大
臣
頼
長
ノ
、「
是
ヲ
イ
ツ
ヘ
キ
武

士
ヤ
有
」
ト
、
源
平
ノ
中
へ
御
尋
ア
リ
ケ
ル
ニ
、

頼
政
撰
ヒ
イ
タ
サ
ル
。

即
大
内
ニ
被
召
、「
此
怪
鳥
射
テ
進
セ
ヨ
」
ト

綸
旨
ヲ
下
サ
ル
。
頼
政
勅
定
ノ
忝
ニ
ヨ
テ
、
今

夜
是
ヲ
可
射
ニ
定
テ
宿
所
ヘ
帰
ヌ
。
日
影
漸
ク

西
ノ
山
ノ
ハ
ニ
カ
ク
レ
、
タ
ソ
カ
レ
ト
キ
ニ
モ

成
シ
カ
ハ
、
京
中
貴
賤
見
物
セ
ム
ト
テ
、
大
内

ノ
門
前
ニ
成
市
ヲ一

。
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ヲ
バ
脱
置
テ
直
垂
小
袴
計
也
。
郎
等
ニ
丁
七
唱
・

遠
江
国
住
人
早
太
ト
云
者
二
人
ヲ
相
具
タ
リ
。
唱

ハ
小
桜
ヲ
黄
ニ
カ
ヘ
シ
タ
ル
腹
巻
ヲ
著
セ
、
十
六

指
タ
ル
大
中
黒
ノ
矢
ノ
表
ニ
水
破
・
兵
破
ト
云
鏑

矢
二
ツ
差
、
雷
上
動
ト
云
弓
ヲ
持
セ
タ
リ
。
水
破

ト
云
矢
ハ
黒
鷲
ノ
羽
ヲ
以
テ
ハ
ギ
、
兵
破
ト
云
矢

ヲ
バ
山
鳥
ノ
羽
ニ
テ
ハ
ギ
タ
リ
ケ
リ
。
早
太
ニ
ハ

骨
食
ト
云
太
刀
ヲ
懐
ニ
サ
ヽ
セ
タ
リ
。

（
水
破
・
兵
破
、
雷
上
動
の
弓
箭
の
由
来　

省
略
）

「
目
ニ
モ
見
エ
ヌ
媚
物
ヲ
而
モ
五
月
ノ
暗
夜
ニ
射

ヨ
」
ト
ノ
勅
命
一、
弓
取
ノ
運
ノ
極
ト
覚
タ
リ
。「
天

ノ
下
ニ
住
乍
蒙
二

朝
恩
一

器
量
ノ
仁
ト
被
レ

撰
。
非
レ

可
二

辞
申
一

」
ト
テ
主
従
三
人
出
ケ
ル
ガ
、
頼
政

向
二

早
太
一、「
我
所
存
汝
得
タ
リ
ヤ
」
ト
問
ケ
レ
バ
、

「
先
立
存
知
仕
テ
侍
。
今
度
殿
下
ヨ
リ
蒙
レ

仰
給
、

『
媚
物
ヲ
殿
上
ニ
テ
一
矢
ニ
射
損
タ
ラ
バ
、
二
ノ

矢
ニ
可
レ

奉
レ

射
二

殿
下
一。
去
バ
軈
テ
以
二

骨
食
一

我

御
頸
ヲ
給
テ
出
ヨ
』
ト
コ
ソ
被
二

思
召
一

候
ラ
メ
。

振
舞
侍
ベ
シ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、「
汝
ガ
言
ハ
是
大

菩
薩
ノ
御
託
宣
ト
コ
ソ
覚
ユ
レ
。
憑
ム
ゾ
ヨ
」
ト

テ
、
宿
所
ヲ
出
テ
陣
頭
ニ
参
ジ
、
河
竹
呉
竹
ノ
北

南
ニ
テ
明
見
仕
ル
景
気
、
誠
ニ
優
ニ
シ
テ
頬
魂
ヒ

武
勇
ノ
大
将
ト
見
タ
リ
。

「
頼
政
宣
旨
ヲ
蒙
テ
媚
物
射
ン
ズ
ル
、
見
ヨ
」
ト
テ
、

公
卿
殿
上
人
参
集
、
堂
上
堂
下
内
外
、
男
女
市
ヲ

ナ
セ
リ
。
今
ヤ
〳
〵
ト
通
夜
是
ヲ
待
。

頼
政
ハ
慿
切
タ
ル
郎
等
、
遠
江
国
住
人
平
太
ト

云
者
ニ
、
鷲
ノ
カ
サ
キ
リ
矯
タ
ル
胡
籙
負
セ
テ
、

我
身
ハ
滋
籐
ノ
弓
ニ
、
鏑
矢
ニ
引
目
一
二
ノ
矢

ヲ
モ
チ
、
タ
モ
ト
ナ
ヨ
ラ
カ
ニ
カ
イ
ツ
ク
ロ
ヒ
、

殿
上
ノ
庭
上
ニ
候
テ
、「
八
幡
大
菩
薩
、
今
朝
石

清
水
ヘ
参
テ
候
ケ
ル
ハ
、
は
や
最
後
の
参
詣
に

候
け
り
。
目
さ
す
と
も
不
知
闇
夜
に
、
㒵
も
不

見
変
化
の
物
を
射
よ
と
の
宣
旨
を
蒙
そ
心
う
き
。

射
は
つ
さ
む
事
決
定
也
。
さ
ら
は
弓
箭
の
家
を

別
、
本
鳥
を
切
ン
事
、
心
優﹇
憂
﹈
覚
候
。
若
猶
氏

人
々
々
た
る
へ
く
、
弓
箭
の
冥
加
候
へ
き
な
ら

は
、
何
る
物
な
り
と
も
、
満
中
を
射
さ
せ
給
へ
、

勅
定
難
黙
止
」
と
て
、
庭
上
ニ
立
ハ
タ
カ
リ
、

殿
上
ノ
棟
ノ
上
ヲ
守
リ
伺
て
居
タ
ル
、
其
気
色

ゆ
ゝ
し
く
、
憑
敷
そ
見
た
り
け
る
。
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子
ノ
刻
モ
過
ヌ
、
丑
ノ
刻
ノ
半
ニ
及
テ
、
如
レ

例

東
三
条
ノ
森
ヨ
リ
黒
雲
一
叢
立
渡
、
御
殿
ノ
上
ニ

引
覆
ト
シ
ケ
レ
バ
、
主
上
ハ
ホ
ト
〳
〵
ト
振
ヒ
出

サ
セ
給
ケ
リ
。

頼
政
ハ
黒
雲
ト
ハ
見
タ
レ
共
、
天
ハ
実
ニ
暗
シ
、

イ
ヅ
ク
ヲ
射
ル
ベ
シ
ト
矢
所
サ
ダ
カ
ナ
ラ
ズ
、
心

中
ニ
、「
帰
命
頂
礼
八
幡
大
菩
薩
、
国
家
鎮
守
ノ

明
神
、
祖
族
帰
敬
ノ
冥
応
ニ
御
座
、
頼
政
頭
ヲ
傾

ケ
テ
年
久
、
今
蒙
二

勅
命
一

怪
異
ヲ
鎮
ン
ト
ス
、
射

ハ
ヅ
シ
ナ
バ
速
ニ
命
ヲ
捨
ベ
シ
、
氏
人
〳
〵
タ
ル

ベ
ク
ハ
深
守
ト
ナ
リ
御
座
セ
」
ト
男
山
三
度
伏
拝

ミ
、
心
ヲ
シ
ヅ
メ
テ
能
見
レ
バ
、
黒
雲
大
ニ
聳
テ

御
殿
ノ
上
ニ
ウ
ズ
マ
キ
タ
リ
。
頼
政
水
破
ト
云
矢

ヲ
取
テ
番
テ
、
雲
ノ
真
中
ヲ
志
テ
能
引
テ
兵
ト
放

ツ
。
ヒ
ト
鳴
テ
カ
ヽ
ル
処
ニ
、
黒
雲
頻
ニ
騒
テ
御

殿
ノ
上
ヲ
立
、
鵼
ノ
声
シ
テ
ヒ
ヽ
ナ
キ
テ
立
所
ヲ

見
負
テ
、
二
ノ
矢
ニ
兵
破
ト
云
鏑
ヲ
取
テ
番
、
兵

ト
射
。
ヒ
イ
フ
ツ
ト
手
答
シ
テ
覚
ユ
ル
ニ
、
御
殿

ノ
上
ヲ
コ
ロ
〳
〵
ト
コ
ロ
ビ
テ
庭
上
ニ
動
ト
落
。

其
時
ニ
、「
兵
庫
頭
源
頼
政
、
変
化
ノ
者
仕
タ
リ

ヤ
〳
〵
」
ト
叫
ケ
レ
バ
、
唱
ツ
ト
寄
テ
、「
得
タ

リ
ヤ
〳
〵
」
ト
テ
懐
タ
リ
。
貴
賤
上
下
・
女
房
男

房
、
上
ヲ
下
ニ
返
シ
、
堂
上
モ
堂
下
モ
指
燭
ヲ
出

シ
炬
火
ヲ
ト
ボ
シ
テ
見
レ

之
。
早
太
寄
テ
縄
ヲ
付
、

庭
上
ニ
引
ス
ヘ
タ
リ
。
有
二

叡
覧
一

ニ
癖
物
也
。
頭

ハ
猿
、
背
ハ
虎
、
尾
ハ
狐
、
足
ハ
狸
、
音
ハ
鵼
也
。

其
時
刻
に
も
成
に
け
れ
ハ
、
如
案
一

東
三
条
の

森
よ
り
黒
雲
一
村
ひ
き
わ
た
し
、
御
所
の
上
に

係
つ
ゝ
、
又
此
鳥
の
音
そ
し
け
る
。

折
節
、
五
月
余
の
事
な
る
う
ゑ
、
大
方
の
空
も

か
き
く
も
り
、
い
ふ
せ
き
ほ
と
な
れ
ハ
、
そ
こ

は
か
と
ハ
み
ゑ
ね
と
も
、

鳥
の
鳴
音
を
し
る
し
に
て
、
始
大
引
目
を
ほ
と

射
た
り
け
れ
ハ
、
鳥
驚
て
、
ひ
ゝ
め
き
上
ル
所

を
小
鏑
を
う
ち
く
は
せ
て
、
よ
ひ
き
ハ
ツ
と
射

た
り
け
れ
ハ
、
失﹇
矢
﹈答
慥
に
す
る
と
覚
け
る
に
、

庭
上
に
太
ナ
ル
物
、
ト
ウ
ト
ヲ
チ
タ
リ
ケ
リ
。

其
時
、「
兵
庫
頭
頼
政
、
変
化
ノ
物
仕
タ
リ
ヤ

〳
〵
」
ト
、
大
音
ヲ
以
テ
叫
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
郎

等
ノ
平
太
、
ツ
ト
寄
合
、
取
テ
ヲ
サ
ヘ
、
ト
ヽ

メ
ヲ
サ
シ
テ
ケ
リ
。
貴
賤
上
下
、
上
ヲ
下
ニ
返

シ
、女
房
南﹇
男
﹈房
・
堂
上
堂
下
、サ
ヽ
メ
キ
テ
手
々

ニ
火
ヲ
ト
モ
シ
、
是
ヲ
ミ
ル
ニ
、
ス
カ
タ
ハ
猿
、

面
は
タ
ヌ
キ
、
尾
ハ
狐
、
腹
ハ
ク
チ
ナ
ワ
、
足
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「
実
ニ
希
代
ノ
癖
物
也
。
苟
禽
獣
モ
加
様
ノ
徳
ヲ

以
テ
奉
レ

悩
レ

君
事
ノ
有
ケ
ル
事
ヨ
、
フ
シ
ギ
也
」

ト
ゾ
仰
ケ
ル
。
見
聞
ノ
男
女
ハ
口
々
ニ
、「
頼
政
、

ア
、
射
タ
リ
〳
〵
」
ト
ゾ
嘆
タ
リ
ケ
ル
。

彼
変
化
者
ヲ
バ
清
水
寺
ノ
岡
ニ
被
レ

埋
ニ
ケ
リ
。

主
上
ノ
御
悩
忽
ニ
宜
成
ラ
セ
給
ニ
ケ
レ
バ
、
鳥
羽

院
ヨ
リ
有
二

御
伝
一

ケ
ル
師
子
王
ト
申
御
剣
ニ
御
衣

一
重
脱
ソ
ヘ
テ
、
関
白
太
政
大
臣
基
実
公
ヲ
御
使

ニ
テ
頼
政
ニ
被
レ

下
ケ
リ
。
頼
政
ハ
橋
ノ
三
階
ニ

右
ノ
膝
ヲ
突
、
左
ノ
袂
ヲ
擁
テ
畏
テ
是
ヲ
拝
領
ス
。

五
月
廿
日
余
ノ
事
ナ
ル
ニ
、
折
知
ガ
ホ
ニ
郭
公
ノ

一
声
二
声
雲
井
ニ
名
乗
テ
通
ケ
ル
ヲ
、
関
白
殿
聞

召
テ
、

　
　

郭
公
名
ヲ
バ
雲
井
ニ
ア
グ
ル
カ
ナ

　
　

ト
仰
セ
ケ
レ
バ
、

　
　

弓
ハ
リ
月
ノ
イ
ル
ニ
マ
カ
セ
テ

　
　

ト
頼
政
申
タ
リ
。

　
　

五
月
ヤ
ミ
雲
井
ニ
名
ヲ
モ
ア
グ
ル
カ
ナ

　
　

誰
カ
レ
時
モ
過
ヌ
ト
思
フ
ニ

　
　

ト
、
異
本
也
。

ハ
ネ
コ
、
ナ
ク
ヌ
エ
ニ
ソ
似
タ
リ
ケ
ル
。「
ア
、

イ
タ
リ
ヤ
〳
〵
」
ト
、
口
々
ニ
コ
ソ
ホ
メ
タ
リ

ケ
レ
。
誠
弓
箭
取
テ
ノ
高
名
、
争
可
勝
之
。

彼
変
化
ノ
物
ヲ
ハ
、
平
太
給
テ
、
大
宮
大
路
ニ

頭
ヲ
下
ニ
シ
テ
、
張
付
ニ
ソ
シ
タ
リ
ケ
ル
。
射

ル
所
ノ
矢
ヲ
ハ
、
末
代
ノ
重
宝
也
ト
テ
、
大
内

ニ
被
納
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。

偖
コ
ソ
上
ノ
御
悩
モ
忽
ヲ
コ
タ
ラ
セ
坐
シ
ケ
ル
。

 
（
改
行
）

大〔
太
〕政
天
王〔
皇
〕ハ
、
御
感
ノ
余
ニ
、
鳥
羽
院
ヨ
リ
御

伝
ア
リ
ケ
ル
師
子
王
ト
申
御
剣
、
錦
袋
ニ
入
テ
、

扇
ニ
御
衣
ヲ
引
副
テ
、
御
自
ラ
取
出
サ
セ
給

ツ
ヽ
、
左
太
臣
頼
長
ヲ
シ
テ
給
ハ
ス
。
頼
長
、

大
床
ニ
シ
テ
頼
政
ニ
タ
フ
。
頼
政
八﹇
ハ
﹈橋
ノ
三
階

ニ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
、
弓
脇
ニ
ハ
サ
ミ
、
左
ノ
袂

ヲ
ヒ
ロ
ケ
テ
、
御
剣
・
御
衣
ヲ
給
ニ
、
頼
長
、

連
歌
ヲ
セ
ラ
レ
ケ
リ
。

　
　

五
月
ヤ
ミ
名
ア
ラ
ハ
セ
そ
（
マ
マ
）コ
ヨ
イ
カ
ナ

ト
仰
ケ
レ
ハ
、
頼
政
、
本
ヨ
リ
好
ム
事
ナ
レ
ハ
、

キ
ト
カ
ヘ
リ
ミ
テ
、

　
　

タ
ソ
カ
レ
ト
キ
モ
ス
キ
ヌ
ト
ヲ
モ
フ
ニ

ト
仕
リ
タ
リ
。
是
又
時
ニ
ト
テ
、
ユ
ヽ
シ
カ
リ

シ
事
也
。
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９
廿
九　

源
三
位
入
道
謀
叛
之
由
来
事

（
木
下
馬　

省
略
）

日
来
ハ
山
門
衆
徒
コ
ソ
騒
ギ
オ
ド
ロ
〳
〵
シ
ク
聞

シ
ニ
、
今
度
ハ
山
ニ
ハ
無
二

別
事
一

シ
テ
、
南
都
ノ

大
衆
、
以
外
ニ
騒
動
シ
ケ
レ
バ
、

入
道
相
国
余
リ

ニ
不
レ

安
事
ニ
被
レ

思
ケ
レ
バ
、

三
井
寺
、
南
都
ノ
衆
徒
ノ
張
本
ヲ
可
レ

被
二

召
禁
一

実
ニ
弓
矢
ヲ
取
テ
モ
並
ナ
シ
。
歌
ノ
道
ニ
モ
類
ア

ラ
ジ
ト
覚
タ
リ
。
大
国
ノ
養
由
ハ
雲
上
ノ
雁
ヲ
落

シ
、
我
朝
ノ
頼
政
ハ
深
夜
ノ
鵼
ヲ
射
。
弓
矢
ノ
全

事
取
々
ニ
ゾ
覚
タ
ル
。

Ｋ　

加
様
ニ
上
下
万
人
ニ
被
レ

嘆
、
七
十
ニ
余
、

三
位
シ
テ
、
今
年
七
十
七
、
何
ナ
ル
楽
ニ
栄
ア
リ

ト
テ
モ
今
幾
程
カ
有
ベ
キ
。
子
息
仲
綱
受
領
シ
テ

伊
豆
国
知
行
シ
、
丹
波
ニ
ハ
五
箇
庄
給
テ
、
家
中

モ
楽
ク
人
目
モ
羨
レ
テ
コ
ソ
有
ツ
ル
ニ
、
無
レ

由

事
勧
申
テ
子
孫
マ
デ
モ
亡
ヌ
ル
コ
ソ
不
便
ナ
レ
。

Ｌ　

馬
ユ
ヘ
ト
ハ
申
ナ
ガ
ラ
非
二

直
事
一、
偏
ニ
怨

霊
ノ
イ
タ
ス
処
也
ト
ゾ
歎
ケ
ル
。

三
井
僧
綱
被
レ

召

三
井
寺
ニ
モ
南
都
ニ
モ
猶
尻
引
ア
テ
、
悪
徒
ノ
張

本
召
ル
ベ
キ
由
其
沙
汰
ア
リ
。
昔
ヨ
リ
山
門
ノ
大

衆
コ
ソ
横
紙
ヲ
ヤ
リ
、
非
分
ノ
訴
ヲ
致
ニ
、
今
度

ハ
不
レ

違
二

宣
旨
一、
随
二

平
家
一、
南
都
・
園
城
ニ
ハ

或
宮
ヲ
入
進
、
或
御
迎
ニ
参
ツ
ヽ
、
狼
藉
斜
ナ
ラ

ザ
リ
ケ
レ
バ
、

太
政
入
道
大
ニ
安
カ
ラ
ヌ
事
ニ
思
宣
ケ
リ
。

誠
ニ
弓
矢
ヲ
取
モ
ナ
ラ
ヒ
ア
ラ
シ
。
連
歌
ニ
モ

類
ナ
シ
ト
ソ
サ
ヽ
メ
キ
ケ
ル
。

Ｋ　

加
様
ニ
上
下
万
人
ニ
嘆
レ
テ
、
七
十
ニ
ア

マ
リ
、
去
々
年
三
位
シ
テ
、
今
年
七
十
七
ニ
成

ル
入
道
ノ
、
イ
カ
ナ
ル
楽
ミ
栄
ア
リ
ト
モ
、
イ

ク
ホ
ト
カ
ア
ル
ヘ
キ
ニ
、
子
息
仲
綱
受
領
シ
テ

伊
豆
国
知
行
シ
、
丹
波
ニ
ハ
五
ケ
庄
ナ
ト
被
志

ケ
リ
。
サ
テ
老
ハ
テ
給
ハ
テ
、
無
由
事
ヲ
勧
申

テ
、
子
息
マ
テ
モ
亡
給
ヌ
ル
コ
ソ
不
便
ナ
レ
。

Ｌ　

木
下
丸
カ
伐
﹇
我
カ
﹈執
ト
ハ
云
ナ
カ
ラ
、
只
事

ニ
非
ス
、
偏
ニ
怨
霊
ノ
致
ス
所
也
ト
ソ
申
ケ
ル
。

10昔
ヨ
リ
山
大
衆
コ
ソ
ア
タ
ハ
ヌ
訴
詔
ヲ
モ
申
、

横
紙
ヲ
ヤ
フ
ル
習
ナ
レ
ハ
、
此
度
ハ
宣
旨
ヲ
モ

不
背
、
平
家
ニ
モ
随
タ
ル
ニ
、
南
都
、
三
井
ノ

衆
徒
、
事
ヲ
乱
テ
、
寺
ニ
ハ
宮
ヲ
ハ
請
取
奉
セ
、

奈
良
ニ
ハ
宇
治
ヘ
御
迎
ニ
参
リ
ナ
ト
シ
テ
、
此

条
、
既
ニ
朝
敵
也
。
争
誡
ラ
レ
サ
ル
ヘ
キ
ト
、

大
政
入
道
大
ニ
安
カ
ラ
ス
忿
ラ
レ
ケ
リ
。

而
間
此
事
ナ
ヲ
響
キ
有
ト
テ
、
三
井
寺
ニ
モ
南
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之
由
、
其
沙
汰
有
ケ
リ
。

南
都
ニ
ハ
深
ク
憤
リ
テ
、
殿
下
ノ
御
使
散
々
ニ
陵

礫
シ
テ
、
弥
悪
行
ヲ
ゾ
致
シ
ケ
ル
。

殊
ニ
南
都
ニ
モ
深
ク
鬱
テ
殿
下
ノ
御
使
ヲ
散
々
ニ

陵
礫
セ
リ
。
是
又
、
タ
ヾ
事
ニ
ア
ラ
ズ
ト
覚
タ
リ
。

都
ニ
モ
、
悪
僧
張
本
ヲ
可
被
召
ト
、
其
沙
汰
ア

リ
。

又
、
南
都
ニ
モ
深
ク
鬱
テ
、
殿
下
ノ
御
使
ヲ

散
々
ニ
陵
礫
シ
ケ
リ
。
是
又
、
只
事
ニ
非
る
ト

ソ
覚
シ
。

Ｍ　

日
月
顕
明
、
浮
雲
覆
之
、
河
水
顕
清
、
沙

石
穢
之
、
人
欲
平
、
嗜
欲
害
之
、
ト
モ
申
ス
。

能
々
思
慮
ア
ル
ヘ
カ
リ
ケ
ル
モ
ノ
ヲ
ト
ソ
覚
ヘ

ケ
ル
。

（
さ
く
ら
い
・
よ
う
こ
／
本
学
教
授
）　


